
朱
子
學
的
君
主
論

主
宰
と
し
て
の
心

田
中
秀
樹

問
題
設
定

　
朱
子
に

と
っ
て
、
危
機
的
状
況
に
瀕
す
る
南
宋
國
家
と
は
人
間
に
た
と
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
重
病
人
で
あ
っ
た
。
「
俗
瞥
常

藥
」
で
は
如
何
と
も
し
が
た
く
、
盧
扁
・
華
佗
の
よ
う
な
名
瞥
に
よ
る
抜
本
的
な
治
療
に
頼
る
ほ
か
再
起
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
い
う
（
『
晦

庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
＝
　
「
戊
申
封
事
」
、
以
下
『
朱
子
文
集
』
と
略
す
）
。
朱
子
の
社
會
や
國
家
を
め
ぐ
る
一
連
の
思
索
は
、
こ
の

よ
う
な
崩
壊
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
た
南
宋
の
國
家
秩
序
に
封
す
る
危
機
意
識
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
危
機
の
時
代

に

生

ま
れ
た
朱
子
の
政
治
思
想
に
お
い
て
基
礎
と
な
る
認
識
が
、
天
下
國
家
に
關
わ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
解
決
を
す
べ
て
皇
帝
の
「
心
」

の

問
題
に
蹄
結
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
個
人
道
徳
と
政
治
と
の
連
績
」
　
に
封
し
て
、
「
己
が
身
心
さ
へ
治
ま
り
候
へ
ば

天
下

國
家
も
を
の
つ
か
ら
に
治
ま
り
候
と
申
候
説
」
と
眞
っ
向
か
ら
批
判
し
た
の
が
、
か
の
荻
生
祖
裸
で
あ
る
が
、
祖
練
の
批
判
の
當
否

は

と
も
か
く
、
朱
子
の
封
事
や
奏
箭
で
の
主
張
の
根
幹
が
君
主
の
「
正
心
誠
意
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
王
者
の
内
面

的
道
徳
性
の
重
視
」
こ
そ
朱
子
學
的
王
灌
論
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
。

．
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さ
て
、
朱
子
は
時
の
皇
帝
（
孝
宗
、
光
宗
、
寧
宗
）
に
封
し
て
執
拗
に
道
徳
的
修
養
を
説
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
皇
帝
の
内
面
的
修

養

と
君
主
権
力
と
の
關
係
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
紙
幅
の
都
合
上
、
直
接
本
論
に
關
係
す
る
も
の

に
絞
る
。
ま
ず
文
革
期
を
中
心
と
し
た
中
國
に
お
け
る
研
究
が
、
朱
子
學
を
専
制
髄
制
擁
護
の
思
想
と
し
て
批
判
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て

は

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
、
そ
れ
以
降
の
近
年
の
研
究
で
は
、
概
し
て
朱
子
の
君
主
論
か
ら
皇
帝
槽
力
抑
制
の
論

理
を
讃
み
取
ろ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
張
立
文
氏
は
、
朱
子
の
「
尊
君
」
の
思
想
が
、
皇
帝
の
至
高
無
上
の
権
威
を
擁
護

す
る
面
を
持
つ
一
方
、
君
主
へ
の
修
徳
の
要
求
に
は
、
君
主
権
力
の
過
度
な
膨
張
を
制
限
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
い
う
。
修
徳
に
よ
っ
て
、

君
主

自
身
に
「
天
下
の
大
公
」
た
る
こ
と
を
求
め
、
ま
た
大
臣
や
官
僚
の
公
議
を
取
り
入
れ
、
諌
言
を
聞
き
い
れ
る
賢
君
明
主
た
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

を
求
め
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
君
主
の
猫
断
へ
の
批
判
と
、
そ
れ
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
意
圓
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
察
方
鹿

氏
は
張
氏
よ
り
も
よ
り
朱
子
の
反
君
主
猫
裁
論
の
側
面
を
強
調
し
、
超
越
的
天
理
に
よ
る
君
主
権
力
の
抑
制
に
こ
そ
朱
子
の
君
主
論
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
θ

質
が

あ
っ
た
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
余
英
時
氏
は
、
張
載
・
程
頓
か
ら
陸
九
淵
ま
で
、
宋
代
の
理
學
家
は
、
「
君
主
灌
力
を
抑
制
し
、
士

権
を
伸
張
す
る
」
こ
と
を
企
て
て
い
た
の
で
あ
り
、
程
願
や
朱
子
が
理
想
と
し
た
の
は
、
た
だ
君
位
に
あ
る
だ
け
の
有
徳
の
君
主
が
、
す

べ
て

の

國
政
を
宰
相
以
下
の
優
秀
な
士
大
夫
に
す
べ
て
委
任
し
て
し
ま
う
よ
う
な
鵠
制
な
の
だ
と
論
じ
た
。
余
氏
は
こ
の
よ
う
な
理
想
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

な
君
主
を
「
象
徴
性
元
首
」
や
、
無
爲
に
し
て
治
め
る
「
虚
君
」
と
呼
ぶ
。

　
以
上
三
者
の
論
は
、
修
養
論
に
「
君
主
穫
力
の
抑
制
」
を
讃
み
取
る
方
向
で
土
ハ
通
す
る
だ
け
で
な
く
、
張
氏
か
ら
余
氏
へ
と
抑
制
の
面

を
よ
り
強
調
す
る
傾
向
に
あ
り
、
特
に
余
氏
が
「
象
徴
性
元
首
」
「
虚
君
」
と
語
る
に
至
っ
て
ほ
ぼ
行
き
着
い
た
感
が
あ
る
。

　
日
本
の
同
方
向
の
研
究
と
し
て
、
友
枝
龍
太
郎
氏
が
「
天
子
の
猫
任
と
私
恩
を
斥
け
、
公
論
に
よ
る
」
統
治
を
求
め
る
封
事
に
注
目
し
、
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「
朱
子
の
思
念
し
た
宋
代
官
僚
制
が
、
當
時
の
古
い
家
産
制
的
な
檬
式
を
打
破
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
没
主
観
的
な
合
法
的
支
配
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

向
へ
の
新
し
き
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
評
債
し
て
い
る
。
ま
た
早
坂
俊
廣
氏
も
、
朱
子
の
理
想
は
、
「
自
己
や
家
族
、
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

近

を
宰
相
に
統
御
さ
れ
、
一
畢
一
動
を
官
吏
の
制
定
し
た
法
律
に
規
制
さ
れ
る
君
主
」
で
あ
る
と
論
じ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
通
覧
し
て
疑
問
に
感
ず
る
の
が
、
朱
子
の
理
想
と
す
る
有
徳
の
君
主
と
は
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
窮
屈
な

存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
、
朱
子
學
の
「
「
掲
裁
君
主
制
社
會
の
髄
制
教
學
」
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

公
式

的
圖
式
的
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
」
　
か
ら
離
れ
て
、
朱
子
の
考
え
に
即
し
た
公
正
な
評
債
を
與
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
の

で

あ
る
が
、
今
度
は
逆
に
、
本
來
の
朱
子
の
君
主
論
の
本
質
が
ま
る
で
反
君
主
権
力
に
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
さ
え
與
え
る
に
至
っ
て

い

る
把
そ
こ
に
は
何
か
近
代
立
曇
主
制
下
の
君
主
魯
無
意
識
の
う
ち
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
・
と
い
う
疑
問
さ

え
沸
き
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
ー
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　

そ
れ
に
關
連
し
て
、
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
が
木
下
鐵
矢
氏
に
よ
る
研
究
で
あ
る
。
木
下
氏
の
研
究
は
「
皇
帝
機
關
説
」
の
用
語
を

も
つ
て
、
王
安
石
と
朱
子
の
政
治
學
的
思
考
を
説
明
す
る
黙
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
、
「
政
治
學
的
認
識
の
一
つ
の
極
鮎
に
位
置
」
す
る

王

安
石
の
政
治
學
に
至
っ
て
、
皇
帝
は
「
ポ
ス
ト
」
と
し
て
の
皇
帝
と
、
「
生
身
の
人
間
」
と
し
て
の
皇
帝
と
に
明
確
に
分
け
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
皇
帝
は
「
國
家
行
政
の
適
正
さ
に
よ
っ
て
の
み
正
當
化
さ
れ
る
「
國
家
機
關
」
た
る
に
過
ぎ
」
な
い
の
で
あ
り
、
「
生
身
の
皇

帝
の

個
人
的
超
越
性
も
…
…
、
國
家
腔
制
の
一
環
と
し
て
制
御
さ
れ
る
べ
き
」
封
象
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
皇
帝
が
國
家
の
「
一
機
關
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

に

過
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
は
、
當
時
の
科
畢
官
僚
に
土
ハ
有
さ
れ
て
お
り
、
朱
子
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
の
「
皇
帝
機
關
説
」
と
い
う
言
葉
は
、
美
濃
部
達
吉
の
「
天
皇
機
關
説
」
か
ら
の
雁
用
だ
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
美
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濃
部
説
の
本
質
が
反
専
制
賠
制
論
に
あ
る
た
め
ー
、
「
機
關
説
」
を
説
明
概
念
と
し
て
用
い
る
限
り
、
我
々
は
必
然
的
に
そ
こ
に
反
專
制
的

意
味
を
讃
み
取
る
こ
と
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
大
雑
把
に
言
っ
て
、
木
下
氏
の
説
も
反
掲
裁
の
側
面
に
注
目
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
。

　
本
論

は
、
先
學
が
論
じ
ら
れ
た
よ
う
な
君
主
に
求
め
ら
れ
た
修
養
論
が
君
主
の
行
動
を
何
ら
か
の
形
で
規
制
・
抑
制
す
る
と
い
う
黙
に

反
封
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
軍
に
皇
帝
権
力
の
規
制
・
抑
制
の
方
向
で
の
み
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
假
に
朱

子
學
が
皇
帝
権
力
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
指
す
思
想
だ
と
し
て
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
後
の
朱
子
學
が
明
清
の
君
主
濁
裁
政
治
に
利
用
さ
れ
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国

た

の
か

を
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
朱
子
の
政
治
學
を
「
進
歩
的
」
で
「
新
し
き
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
」
　
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

て

評

債
し
、
ま
た
「
國
家
を
「
法
人
」
と
把
捉
す
る
國
家
意
識
へ
の
歩
み
出
し
」
ー
を
そ
こ
に
見
た
と
し
て
も
、
果
た
し
て
そ
の
歩
み
は

ま
っ
す
ぐ
方
向
を
愛
え
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
突
き
進
ん
で
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
立
憲
君
主
制
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
け
る
が
故
に
見

落

と
し
て
い
る
鮎
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
本
論
の
當
面
の
假
説
と
し
て
、
朱
子
の
主
観
と
し
て
猫
断
的
な
君
主
権
力
の
行
使
を
當
然
認
め
な
い
も
の
の
、
そ
の
抑
制
の

論
理
の

中
に
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
よ
り
強
力
な
君
主
穫
力
を
保
障
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
携
保
す
る

論
理
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
設
定
し
、
そ
の
内
實
を
問
う
こ
と
を
本
論
の
課
題
と
す
る
。

　
そ
こ
で
以
上
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
、
朱
子
の
「
心
」
概
念
に
關
す
る
ひ
と
つ
の
解
稗
、
つ
ま
り
「
心
と
は
身
饅
に
お
け
る
主
で
あ

る
」
（
「
心
者
、
身
之
所
主
也
。
」
『
大
學
章
句
』
経
一
章
）
と
い
う
解
稗
を
手
が
か
り
と
し
て
議
論
を
進
め
る
（
。
島
田
度
次
氏
は
、
こ
の

「
主
」
を
「
主
人
」
と
謹
し
て
お
ら
れ
（
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
「
主
宰
」
と
同
義
で
あ
り
、
「
君
主
」
と
も
謹
し
え
る
も
の
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
「
性
は
心
の
道
理
、
心
は
身
髄
に
お
い
て
主
宰
す
る
者
」
（
「
性
是
心
之
道
理
、
心
是
主
宰
於
身
者
」
『
朱
子
語
類
大
全
』
巻
五
、

第
60
條
、
以
下
『
語
類
』
と
略
す
。
條
敷
は
中
華
書
局
本
に
よ
る
）
、
「
心
と
は
、
一
身
の
主
宰
で
あ
る
」
（
「
心
者
、
一
身
之
主
宰
」
『
語

類
』
巻
五
、
第
8
8
條
）
な
ど
の
獲
言
を
拾
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
「
古
人
が
言
う
よ
う
に
、
志
は
將
帥
で
、
心
と
は
君
主
…
…
」
（
「
古

人
言
志
帥
、
心
君
…
…
」
『
語
類
』
巻
一
二
、
第
3
條
）
と
あ
っ
て
、
『
大
學
章
句
』
の
朱
注
に
い
う
「
身
之
所
主
」
と
は
、
心
が
身
艘
に

お

い
て

主
宰
す
る
、
端
的
に
は
心
が
身
饅
の
中
で
ま
さ
に
君
主
の
ご
と
き
役
割
を
果
た
す
の
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

こ
の
心
の
「
主
宰
」
に
關
し
て
は
、
「
心
」
概
念
に
關
す
る
基
本
的
な
定
義
の
一
つ
と
し
て
、
心
性
論
の
立
場
か
ら
こ
れ
ま
で
論
じ
ら

れ
て

き
た
が
、
そ
の
研
究
上
の
重
心
は
當
然
「
心
」
に
あ
っ
た
（
。
そ
こ
で
本
論
で
は
や
や
視
鮎
を
饗
え
、
「
心
」
と
君
主
・
主
宰
と
を
重

ね
合
わ
せ
る
思
考
を
前
提
と
し
て
、
む
し
ろ
「
主
宰
」
の
方
に
重
心
を
置
く
。
そ
し
て
、
こ
の
「
主
宰
」
に
込
め
た
朱
子
の
意
圖
を
明
ら

か
に

す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
念
的
な
朱
子
の
君
主
像
に
迫
り
、
最
後
に
上
に
提
起
し
た
問
題
ー
修
養
と
君
主
権
力
と
の
關
係
1
に

取

り
組
む
こ
と
と
す
る
。
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第
一
章
　
國
家
と
身
髄
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

第
一
節
　
朱
子
以
前
の
「
國
家
有
機
饅
説
」
ー
君
主
1
1
心
、
も
し
く
は
元
首

本
章
で
は
ま
ず
「
心
1
1
君
主
」
と
す
る
解
稗
の
淵
源
に
鰯
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
古
い
例
と
し
て
は
、
先
秦
に
ま
で
遡



り
、
『
管
子
』
と
『
筍
子
』
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
管
子
』
心
術
上
篇
の
経
文
に
は
「
心
の
艘
に
在
る
は
、
君
の
位
な
り
。
九
叡

の
職
有
る
は
、
官
の
分
な
り
」
と
あ
る
。
心
が
君
主
で
、
身
髄
（
人
膿
の
九
つ
の
穴
）
が
官
の
關
係
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
解
稗
に

い
う
。

　
　
　
耳
や
目
は
、
視
覧
・
聴
畳
を
司
る
官
で
あ
る
。
君
主
た
る
心
が
、
視
畳
や
聴
覧
の
職
務
に
關
與
し
な
け
れ
ば
、
官
で
あ
る
耳
や
目

　
　
は

そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
…
心
は
無
爲
に
し
て
人
髄
の
九
つ
の
穴
を
制
御
す
る
㎝

ま
た
、
『
筍
子
』
天
論
篇
、
解
蔽
篇
に
い
う
、

　
　
　
耳
や
目
や
鼻
や
口
や
肉
髄
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
に
外
界
の
物
と
接
鯛
し
て
〔
そ
の
特
殊
な
働
き
を
と
げ
る
が
〕
互
い
に
通
用
し
あ
う

　
　

こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
天
官
す
な
わ
ち
自
然
な
官
能
と
い
う
の
で
あ
る
。
心
は
艘
内
の
最
も
中
心
に
あ
っ
て
五
官
を

　
　
制
御
し
て
い
る
、
そ
こ
で
こ
れ
を
天
君
す
な
わ
ち
自
然
な
支
配
者
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
天
論
篇
）

　
　
　
心

と
い
う
も
の
は
肉
髄
の
君
で
あ
り
神
明
（
神
秘
的
知
能
）
の
主
髄
で
あ
る
。
自
分
で
命
令
を
出
す
が
他
か
ら
命
令
を
受
け
る
こ

　
　
と
は
な
い
・
（
解
蔽
篇
三

と
あ
り
、
『
管
子
』
と
同
様
に
「
身
贈
1
1
官
」
の
職
務
が
明
確
に
分
業
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
心
1
1
君
主
」
が
命
令
を
出
す
、

も
し
く
は
制
御
す
る
主
艘
で
あ
り
、
客
髄
で
は
な
い
こ
と
を
い
う
。
命
令
を
受
け
、
制
御
さ
れ
る
の
は
當
然
「
身
腔
1
1
官
」
で
あ
る
、
。

こ
の
よ
う
に
、
「
君
主
↓
官
」
の
關
係
と
「
心
↓
身
艘
」
の
關
係
は
上
か
ら
下
へ
の
命
令
關
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
董

仲
箭
『
春
秋
繁
露
』
天
地
之
行
篇
に
も
、
同
じ
内
容
の
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
（
、
あ
る
程
度
の
廣
が
り
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た

解
鐸
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
心
－
身
艘
」
關
係
と
「
君
主
ー
官
」
關
係
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
思
考
は
、
い
わ
ゆ
る
一
種
の
「
國
家
有
機
髄
説
」
と
し

て

見
倣
す

こ
と
が
で
き
る
（
。
國
家
有
機
艘
説
を
人
饅
と
國
家
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
い
う
も
っ
と
も
軍
純
な
定
義
に
お
い
て
捉
え
る
な
ら
、

中
國
の
政
治
思
想
中
か
ら
そ
れ
に
當
て
は
ま
る
言
説
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
そ
う
困
難
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
『
尚
書
』
虞
書
益
稜
篇
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洞

典
擦

と
す
る
、
君
主
を
「
元
首
」
、
臣
を
「
股
肱
・
耳
目
」
と
す
る
認
識
で
あ
る
、
。
い
う
ま
で
も
な
く
元
首
が
頭
で
、
股
肱
は
手
足
で
あ

る
。
こ
の
認
識
に
つ
い
て
も
本
論
と
あ
な
が
ち
無
關
係
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
「
元
首
ー
股
肱
」
關
係
に
基
づ
く
國
家
有
機
禮
説
に
關
し
て
は
、
渡
邊
信
一
郎
氏
が
武
則
天
の
著
作
『
臣
軌
』
を
題
材
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
初

詳
細
に
論
じ
て
い
る
（
。
渡
邊
氏
に
よ
れ
ば
、
「
君
臣
關
係
を
元
首
ー
股
肱
の
關
係
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
先
秦
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、

そ
れ
を
一
髄
不
可
分
の
有
機
鵠
説
と
し
て
解
稗
し
た
の
が
班
固
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
後
漢
期
を
つ
う
じ
て
一
般
化
し
、
そ
れ
を
艘
系
的

な
著
述
に
し
あ
げ
た
の
が
杜
恕
の
『
艘
論
』
四
巻
な
の
で
あ
っ
た
。
…
…
君
臣
同
膣
論
は
、
『
髄
論
』
を
一
つ
の
頂
鮎
と
し
て
六
朝
期
の

諸
書
に
散
見
す
る
。
そ
う
し
て
再
び
惰
唐
初
期
の
全
國
統
一
期
に
い
た
っ
て
喧
傳
さ
れ
、
武
則
天
の
『
臣
軌
』
二
巻
と
し
て
新
た
に
髄
系

化
さ
れ
る
」
（
三
〇
六
頁
）
。
『
臣
軌
』
が
そ
れ
に
よ
っ
て
主
張
せ
ん
と
し
た
の
は
、
「
國
家
支
配
に
お
け
る
君
臣
關
係
の
第
一
義
性
と
統
治

者
團
髄
の
強
固
な
結
合
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
皇
帝
（
武
則
天
）
を
唯
一
の
元
首
と
し
、
官
僚
を
そ
の
手
足
と
し
て
國
家
統
治
に
協
同
的
に

奉
仕
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
渡
邊
氏
が
惰
唐
初
に
あ
ら
わ
れ
た
新
し
い
君
臣
關
係
に
封
雁
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
『
臣
軌
』
の
君
臣
一
纏
論
を
位
置
づ
け
ら
れ

て

い

る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
皇
帝
（
特
に
武
則
天
）
か
ら
の
視
黙
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
渡
邊
氏
の
論
に
特
に
付
け
足
す
こ

と
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
た
だ
、
皇
帝
側
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
臣
・
官
僚
側
か
ら
の
論
理
と
し
て
も
、
「
元
首
ー
股
肱
」
關
係
が
別
の
ニ
ュ
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ア

ン

ス

を
持
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
一
つ
、
武
則
天
晩
年
の
後
縫
者
問
題
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
例
に
畢
げ
て
み
よ
う
。
武
氏
の
中
か
ら
後
措
者
を
選
定
し
よ
う
と
し

た

武
則
天
に

封

し
て
、
断
固
と
し
て
反
封
し
、
唐
朝
の
復
興
を
計
書
し
た
の
が
秋
仁
傑
で
あ
る
。
彼
の
唐
朝
復
活
案
を
受
け
入
れ
が
た
い

武

則
天
は
、
後
縫
者
問
題
を
皇
帝
の
「
家
事
」
だ
と
し
、
臣
が
關
與
す
る
こ
と
す
ら
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
封
し
て
秋
仁
傑
は
次
の
よ

う
に
抵
抗
し
た
。

　
　
　
王
者
は

四
海
を
家
と
し
ま
す
。
四
海
の
内
に
、
臣
妾
で
な
い
者
な
ど
お
り
ま
し
ょ
う
か
、
陛
下
の
家
事
で
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
く
し

　
　

し
ょ
う
か
。
君
主
は
元
首
、
臣
下
は
股
肱
で
あ
り
、
義
同
一
饅
、
ま
し
て
や
臣
を
宰
相
の
位
に
補
任
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か

　
　
ら
・
ど
う
し
て
關
與
し
な
い
こ
と
な
ど
で
き
ま
し
ょ
う
勺
㎝

け
っ
き
ょ
く
秋
仁
傑
の
主
張
通
り
、
唐
朝
が
復
活
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
國
家
運
管
に
關
與
す
る
こ
と
の
正
當
性
と

し
て
、
つ
ま
り
猫
断
的
な
決
定
を
下
す
君
主
に
封
す
る
批
判
の
論
理
と
し
て
、
臣
の
股
肱
と
し
て
の
立
場
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

把　

ま
た
端
的
に
は
、
「
元
首
は
猫
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
臣
下
に
命
令
し
て
君
主
を
補
佐
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
海
内
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍋

安
ん
じ
、
國
家
を
正
す
の
は
、
一
人
の
力
に
よ
る
の
で
は
な
い
」
　
と
い
う
よ
う
に
、
天
下
國
家
と
は
皇
帝
一
人
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
臣
の
協
力
を
得
て
統
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
君
臣
↓
髄
論
に
込
め
ら
れ
た
も
う
一
方
の
臣
側
か
ら
す
る
理
念
な
の

で

あ
る
、
。
『
臣
軌
』
が
政
治
的
効
力
を
持
っ
て
い
た
當
時
に
お
い
て
も
、
君
主
か
ら
す
る
一
方
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
み
語
ら
れ

た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
こ
の
臣
側
か
ら
す
る
君
臣
共
治
の
理
念
は
そ
の
ま
ま
宋
代
に
も
受
け
措
が
れ
て
い
く
。
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君

臣
の
道
は
、
も
と
よ
り
一
髄
な
の
で
あ
り
、
君
主
は
元
首
、
執
政
は
股
肱
心
督
、
諌
官
・
御
史
・
侍
從
・
學
士
は
耳
目
、
内
外

　
　
の
諸
有
司
は
筋
肌
支
節
血
脈
な
の
で
す
。
身
髄
に
器
官
が
完
全
に
備
わ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
君
主
た
る
者
が
、

　
　
上
下

の

官
に
具
わ
り
閾
け
た
る
と
ろ
が
な
い
よ
う
に
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
國
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
國
と

　
　
い
う
の
は
、
ま
さ
に
人
の
身
饅
の
よ
う
な
も
の
な
の
す
。
そ
の
た
め
人
の
身
艘
の
一
脈
で
も
不
和
が
あ
れ
ば
病
を
な
し
、
君
主
の
國

　
　
家
の
一
官
で
も
不
和
が
あ
れ
ば
害
を
な
す
の
で
す
…
…
。

な
か
で
も
國
家
の
橿
要
で
あ
る
の
が
執
政
で
あ
り
、
「
萬
機
を
輔
賛
」
し
「
日
々
君
主
の
前
に
進
み
出
て
天
下
の
事
を
議
論
す
る
」
執
政

に
不
和
が
あ
れ
ば
、
百
官
も
不
和
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
職
務
が
停
止
し
、
人
民
が
そ
の
弊
害
を
被
る
。
要
す
る
に
國
家
運
螢
と
は
、
有
機

的
連
關
を
持
つ
官
僚
機
構
を
い
か
に
適
切
に
機
能
さ
せ
る
の
か
に
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
君
主
一
人
で
は
天
下
國
家
を
統
治
す
る
こ
と
は

で

き
な
い
と
い
う
反
猫
断
・
反
猫
裁
の
意
圖
と
、
身
髄
た
る
官
僚
こ
そ
が
實
際
の
統
治
を
措
う
の
だ
と
い
う
士
大
夫
と
し
て
の
氣
概
と
が

合
わ
さ
っ
た
と
こ
ろ
に
で
き
た
君
臣
共
治
の
理
念
と
し
て
宋
代
で
も
語
ら
れ
績
け
た
の
で
あ
る
㎝
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第
二
節
朱
子
の
國
家
有
機
鵠
説
ー
君
主
1
1
心
1

　
さ
て
そ
こ
で
問
題
の
朱
子
で
あ
る
が
、
當
然
彼
も
如
上
の
理
念
を
引
き
縫
ぐ
。
た
と
え
ば
、
『
朱
子
文
集
』
所
牧
の
「
延
和
奏
筍
二
」

や

「
州
縣
官
牒
」
で
は
、
上
は
天
子
か
ら
下
は
幕
職
官
ま
で
あ
ら
ゆ
る
官
職
（
皇
帝
も
含
む
）
に
は
特
定
の
職
務
が
與
え
ら
れ
て
お
り
、



各
々
が
そ
の
職
務
を
正
し
く
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
政
治
が
全
う
さ
れ
る
と
し
、
皇
帝
は
決
し
て
猫
断
に
走
っ
て
は
な
ら
な
い
と

君
臣
共
治
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
諸
先
學
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
朱
子
は
こ
の
理
念
を
主
張
す
る
に
際
し
て
、
「
元
首
－
股
肱
」
の
比
喩
を
用
い
な
か
っ
た
。
残
さ
れ
た
彼
の
言
葉
を
全
髄

的
に
傭
敵
し
て
み
る
と
、
朱
子
に
と
っ
て
君
主
は
「
元
首
」
（
頭
）
で
は
な
く
、
「
心
」
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
孟
子
』
告
子
篇
上
に

「
耳
目
の
官
は
思
わ
ず
し
て
、
物
に
蔽
わ
る
。
物
物
に
交
わ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
之
を
引
く
の
み
。
心
の
官
は
す
な
わ
ち
思
う
。
思
わ
ば

則

ち
こ
れ
を
得
る
も
、
思
わ
ざ
れ
ば
す
な
わ
ち
得
ざ
る
な
り
。
此
れ
天
の
我
に
與
う
る
所
の
者
に
し
て
、
先
に
其
の
大
な
る
者
を
立
つ
れ

ば
、
す
な
わ
ち
其
の
小
な
る
者
も
奪
う
こ
と
あ
た
わ
ず
、
此
れ
大
人
と
爲
す
の
み
」
と
あ
る
。
そ
の
「
朱
注
」
に
い
う
、

　
　
　
官
の
意
味
は
「
司
る
」
で
あ
る
。
耳
は
聴
く
こ
と
を
司
り
、
目
は
視
る
こ
と
を
司
る
。
各
々
職
務
を
持
つ
が
、
「
思
う
」
こ
と
は

　
　
で

き
な
い
の
で
、
聲
色
な
ど
の
外
物
に
蔽
わ
れ
て
し
ま
う
。
「
思
う
」
こ
と
が
で
き
ず
に
外
物
に
蔽
わ
れ
て
し
ま
え
ぱ
、
た
だ
の
一

　
　
物

で

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
聲
色
な
ど
の
外
物
が
こ
の
物
、
す
な
わ
ち
耳
目
に
接
し
た
ら
、
耳
目
は
容
易
に
外
物
に
誘
わ
れ
て
流
さ
れ

　
　
て

い

っ

て

し
ま
う
。
心
は
「
思
う
」
こ
と
が
で
き
、
「
思
・
ブ
」
ど
い
テ
ご
ど
を
職
務
ど
す
ひ
（
以
思
爲
職
）
。
事
物
に
接
す
る
に
際
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
て
、
心
が
そ
の
職
務
を
果
た
せ
ば
、
そ
の
事
物
の
理
を
得
て
、
聲
色
な
ど
の
外
物
が
心
を
蔽
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
心
が
職
務

　
　
を
果
た
ざ
か
け
か
ば
、
そ
の
事
物
の
理
を
得
ず
に
、
外
物
が
や
ヴ
で
來
℃
心
を
蔽
今
で
心
主
テ
。
こ
の
心
・
耳
・
目
の
三
者
は
、
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
天
が
我
々
に
與
え
た
の
で
あ
っ
て
、
中
で
も
心
が
も
っ
と
も
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
心
を
し
っ
か
り
確
立
し
て
お
く
こ
と
が

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で

き
れ
ば
、
事
々
に
思
わ
な
い
こ
と
な
く
、
耳
目
の
私
欲
も
心
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
こ
れ
こ
そ
大
人
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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耳
目
は
そ
れ
ぞ
れ
聴
く
こ
と
視
る
こ
と
を
、
そ
し
て
心
は
「
思
う
」
こ
と
を
司
る
、
つ
ま
り
職
務
と
し
て
執
り
行
う
。
耳
目
は
官
僚
と
し

て

の
働

き
を
、
心
は
君
主
と
し
て
の
働
き
を
表
す
。
當
然
こ
こ
に
お
け
る
『
孟
子
』
本
文
と
『
管
子
』
や
『
筍
子
』
と
の
影
響
關
係
も
氣

に

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
論
の
主
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
今
は
そ
れ
に
鯛
れ
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
「
思
う
」
と
い
う
「
心
」
の
働
き

に

つ
い
て
朱
子
の
理
解
を
追
い
か
け
て
み
た
い
。

　
「
耳
目
と
は
や
は
り
物
で
あ
り
、
「
思
う
」
こ
と
が
で
き
ず
に
外
物
に
接
す
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
引
っ
張
ら
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
…
・
」
（
「
耳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目
亦
物
也
、
不
能
思
而
交
於
外
物
、
只
管
引
將
去
。
」
『
語
類
』
巻
五
九
、
第
1
6
條
）
、
「
心
が
主
宰
し
な
け
れ
ば
、
物
に
よ
っ
て
引
っ
張
ら

れ
て

行
っ
て
し
ま
う
…
…
」
（
「
心
不
主
宰
、
被
物
引
將
去
」
『
語
類
』
巻
五
九
、
第
m
條
）
と
あ
る
よ
う
に
、
心
が
「
思
う
」
と
い
う
の

は
、
そ
の
ま
ま
「
主
宰
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
呉
澄
の
文
章
も
、
参
考
に
な
る
。

　
　
　
目
の
視
る
こ
と
（
視
）
、
耳
の
聴
く
こ
と
（
聴
）
、
顔
つ
き
（
色
）
、
動
作
の
す
が
た
（
貌
）
、
口
か
ら
出
る
言
葉
（
言
）
、
磨
接
の

　
　

こ
と
（
事
）
、
す
べ
て
身
饅
に
属
す
こ
と
で
あ
り
、
視
て
は
思
い
、
聴
き
て
は
思
い
、
色
、
貌
、
言
、
事
す
べ
て
に
思
わ
ざ
る
は
な

　
　

い
。
思
う
と
い
う
の
は
、
心
の
官
（
司
る
こ
と
、
職
務
）
で
あ
る
。
身
髄
の
職
（
働
き
）
は
心
の
官
に
統
べ
ら
れ
、
内
に
主
す
る
所

　
　
が

有
っ
て
、
そ
こ
で
外
が
そ
の
命
令
に
從
う
。
故
に
視
て
は
明
ら
か
、
聴
き
て
は
聰
く
、
顔
つ
き
容
貌
は
温
に
し
て
恭
、
言
と
事
は

　
　
忠
に
し
て
敬
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
顔
子
の
視
、
聴
、
言
、
動
、
こ
と
ご
と
く
禮
に
よ
り
、
孟
子
の
「
先
に
そ
の
大
な
る
者
を
立
つ
れ

　
　
ば
・
小
な
る
者
奪
つ
あ
た
わ
ざ
る
な
り
」
で
あ
る
㈲

身
饅
の

各
器
官
の
職
務
－
視
、
聴
、
色
、
貌
、
言
、
事
1
は
「
心
」
に
統
べ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
「
心
」
が
主
宰
す
る
こ
と
で
、

身
艘
の
各
器
官
は
そ
の
「
心
」
の
命
令
に
從
い
、
そ
の
働
き
は
適
正
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
思
う
」
と
い
う
「
心
」
の
働
き
と
は
、
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軍
に

考
え
た
り
思
索
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
身
鵠
に
お
い
て
主
宰
す
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ

は

「
心
」
が
命
令
し
、
身
髄
の
各
器
官
が
そ
の
命
令
を
受
け
る
と
い
う
、
「
心
」
と
身
艘
の
各
器
官
と
の
間
に
上
下
の
命
令
秩
序
を
確
立

す

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
『
集
注
』
に
お
い
て
朱
子
が
引
用
し
た
萢
淡
『
心
箴
』
の
い
う
「
天
君
は
泰
然
と
し
て
、
百
饅
は
令
に

從
う
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
朱
子
は
身
髄
に
お
け
る
「
心
」
の
働
き
に
、
官
僚
機
構
に
お
け
る
君
主
の
姿

を
投
影
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
國
家
に
お
け
る
君
主
に
即
し
て
見
て
み
る
と
、
「
…
…
上
は
人
主
よ
り
下
は
百
官
に
至
る
ま
で
、
各
々
相
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
職

務
が
あ
る
。
君
主
は
「
制
命
」
を
以
て
職
務
と
す
る
の
で
あ
る
が
云
々
…
…
」
（
「
上
自
人
主
、
以
下
至
於
百
執
事
、
各
有
職
業
、
不
可
相

侵
。
蓋
君
錐
以
制
命
爲
職
、
…
…
」
『
朱
子
文
集
』
巻
一
四
「
経
莚
留
身
面
陳
四
事
箭
子
」
）
と
い
う
と
こ
ろ
の
、
「
制
命
」
（
命
令
を
下
す

こ
と
）
に
な
ろ
う
。

　
要
す

る
に
、
「
心
」
は
様
々
な
働
き
を
も
つ
身
饅
機
關
の
一
部
と
し
て
「
思
う
」
「
主
宰
す
る
」
こ
と
を
職
務
と
す
る
一
方
、
君
主
は
分

業
化
さ
れ
た
官
制
の
職
務
艘
系
の
一
部
と
し
て
「
制
命
」
を
職
務
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
心
」
が
命
令
す
る
こ
と
で
身
髄
は
適

正

に
働
き
、
君
主
が
命
令
す
る
こ
と
で
官
僚
機
構
も
正
常
に
機
能
す
る
と
い
う
、
上
下
の
命
令
秩
序
構
造
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
鮎
、
『
管
子
』
や
『
荷
子
』
の
説
と
本
質
的
な
違
い
は
な
い
し
、
「
元
首
－
股
肱
」
の
比
喩
と
同
様
の
君
臣
共
治
の
理
念
を
讃

み
取

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
君
主
を
頂
鮎
と
す
る
官
僚
機
構
の
構
造
と
、
「
心
」
を
主
宰
と
す
る
身
髄
と
の
構
造
が
見
事

に

パ

ラ
レ
ル
の
關
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
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第
二
章
　
當
爲
と
し
て
の
心
の
主
宰

　
次
に

我
々
が
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
朱
子
に
と
っ
て
、
君
主
が
身
艘
に
お
け
る
「
元
首
」
（
頭
）
1
感
畳
的
に
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
肉
鵠
的
部
分
1
で
は
な
く
、
特
殊
宋
學
的
概
念
と
し
て
の
「
心
」
ー
宋
學
的
修
養
論
の
封
象
と
し
て
の
「
心
」
ー
で

あ
っ
た
こ
と
と
、
君
主
と
の
關
係
、
こ
れ
で
あ
る
（
。
そ
れ
に
封
す
る
回
答
は
、
身
艘
に
お
け
る
主
宰
の
意
味
を
修
養
論
の
中
で
明
ら
か

に

す

る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
よ
っ
て
本
章
で
は
「
心
」
の
問
題
に
絞
っ
て
論
じ
る
。

　
さ
て
、
第
一
章
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
「
心
」
が
身
髄
に
お
け
る
主
宰
者
と
し
て
身
饅
の
各
器
官
に
命
令
を
出
す
こ
と
で
、
各
器

官
は

定
め
ら
れ
た
機
能
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
引
の
『
孟
子
集
注
』
に
關
し
て
、
重
要
な
鮎
を
我
々
は

ま
だ
確
認
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
も
し
心
が
職
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
」
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
外
物
が
や
っ
て

來
て
心
を
蔽
っ
て
し
ま
う
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
心
」
と
身
賠
と
の
命
令
關
係
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
た

だ

こ
の
虚
璽
な
る
こ
の
心
が
、
一
身
の
主
と
し
て
、
か
り
に
そ
の
正
し
さ
を
得
、
常
に
こ
こ
に
在
る
よ
う
に
し
た
な
ら
ば
、
耳

　
　
・
目
・
鼻
・
口
・
四
肢
百
骸
は
、
み
な
そ
の
命
を
聞
き
そ
の
職
務
を
つ
く
す
。
そ
し
て
動
静
・
語
獣
・
出
入
・
起
居
に
お
い
て
、
己

　
　
の

駆
使
す

る
と
こ
ろ
と
な
り
な
が
ら
も
、
一
つ
と
し
て
理
に
合
わ
な
い
も
の
は
な
い
。
も
し
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
身
は
こ
こ
に
在
り

　
　な
が
ら
心
は
か
な
た
に
馳
せ
・
血
肉
の
賠
に
管
響
が
い
な
く
な
る
（
『
大
學
或
問
』
下
）
・
。

一
身
の
主

と
し
て
正
し
さ
を
得
る
、
と
い
う
の
は
、
前
章
の
「
心
」
が
「
思
う
」
「
主
宰
す
る
」
職
務
を
果
た
し
た
状
態
に
等
し
く
、
「
心
」
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が

正

し
く
機
能
す
れ
ば
、
身
髄
の
働
き
も
「
心
」
の
命
令
に
し
た
が
い
、
そ
の
活
動
は
す
べ
て
理
に
合
致
す
る
と
い
う
黙
は
前
章
で
論
じ

た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
、
も
し
假
に
「
心
」
が
正
し
く
機
能
し
な
け
れ
ば
、
「
身
は
こ
こ
に
在
り
な
が
ら
心
は
か
な
た
に
馳
せ
、

血
肉
の
髄
に
管
理
者
が
い
な
く
な
る
」
。
こ
の
よ
う
に
身
艘
が
適
切
に
機
能
す
る
か
ど
う
か
は
、
す
べ
て
「
心
」
の
正
不
正
に
か
か
っ
て

く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
ま
さ
に
「
心
焉
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
食
え
ど
も
其
の
味

わ

い

を
知
ら
ず
」
（
『
大
學
章
句
』
傳
七
章
）
と
い
う
の
と
同
義
で
あ
る
。
「
見
え
る
」
「
聞
こ
え
る
」
「
味
わ
い
を
知
る
」
こ
と
が
で
き
る

か

ど
う
か
は
、
す
べ
て
「
心
」
が
「
焉
に
在
る
」
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
心
の
主
宰
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
必
然
的
に
「
心
」
の
修
養
論
の
問
題
、
具
髄
的
に
は
敬
の
工
夫
に
行
き
着
く
。
『
文
集
』
や

『
語
類
』
を
み
る
限
り
、
心
の
主
宰
を
説
く
と
こ
ろ
、
敬
に
至
り
、
敬
を
説
く
と
こ
ろ
主
宰
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
敬
な
る
者
は
、
一

心
の
主
宰
、
萬
事
の
本
根
な
り
。
（
「
敬
者
↓
心
之
主
宰
、
而
萬
事
之
本
根
也
。
」
『
大
學
或
問
』
経
）
と
あ
り
、
主
宰
す
る
と
は
、
敬
の
工

　
　
　
　
　
　
　
鋤

夫
そ
の
も
の
で
あ
る
（
。

　
　
　
…
…
格
物
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
、
敬
し
て
之
に
格
り
、
誠
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
、
敬
し
て
之
を
誠
に
す
る
。
そ
し
て

　
　
正

心
、
修
身
以
後
は
、
一
節
一
節
常
に
畳
醒
し
て
し
っ
か
り
把
持
し
、
こ
の
心
を
常
に
し
っ
か
り
在
ら
し
め
て
こ
そ
、
持
敬
す
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。
…
…
も
し
こ
の
心
が
常
に
身
髄
に
主
と
な
る
な
ら
、
か
な
ら
ず
烈
火
が
身
酷
に
あ
る
よ
う
に
、
犯
す

　
　
べ
か
ら
ざ
る
色
が
あ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
⑱

敬
の

工
夫
と
は
、
「
心
」
を
常
に
し
っ
か
り
と
把
捉
、
畳
醒
し
て
お
く
こ
と
で
あ
り
、
格
物
か
ら
平
天
下
に
い
た
る
ま
で
、
人
間
の
活
動

（已

獲
）
、
ま
た
活
動
以
前
の
状
態
（
未
襲
）
に
お
け
る
酒
養
を
含
み
、
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
根
本
と
す
べ
き
心
的
態
度
で
あ
る
。
敬

の

工
夫
に

つ
い
て

は
、
周
知
の
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
贅
言
し
な
い
が
、
た
だ
主
宰
と
の
關
係
で
次
の
鮎
だ
け
は
あ
ら
た
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め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
朱
子
が
敬
す
る
こ
と
（
‖
心
の
主
宰
を
確
立
さ
せ
て
お
く
こ
と
）
を
説
く
の
は
、
人
間
の
「
心
」

が
、
常
に
紛
擾
し
た
り
、
外
部
か
ら
の
欲
望
的
刺
激
に
さ
ら
さ
れ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
裏
を
返
せ
ば
現
實
の
身
艘
に
お
け
る
主
宰
者
と
し

て

の

「
心
」
は
常
に
危
機
的
状
況
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
敬
す
る
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
た
實
践
で
あ
る
よ
う

に
、
「
心
」
の
主
宰
も
、
身
艘
に
封
す
る
「
心
」
の
實
際
的
状
況
で
は
な
く
、
む
し
ろ
努
力
目
標
と
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
…
…
い
ま
科
學
か
ら
よ
う
や
く
免
れ
た
の
だ
か
ら
、
學
問
に
汲
汲
と
取
り
組
ま
な
い
と
い
け
な
い
。
學
問
の
道
、
聖
経
賢
伸
の
人

　
　
に

告
げ
る
所
以
の
も
の
は
、
す
で
に
の
こ
ら
ず
蓋
く
さ
れ
て
お
り
、
人
が
こ
の
一
心
を
存
し
、
自
分
自
身
に
身
髄
に
主
宰
が
あ
る
よ

　
　
う
に
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
ま
の
人
は
心
が
落
ち
つ
き
な
く
馳
せ
齪
れ
、
紛
擾
し
て
し
ま
い
、
一
個
の
心
で
さ
え

　
　
身
饅
の
中
に
は
な
い
。
孟
子
い
わ
く
「
學
問
の
道
他
無
　
　
し
、
そ
の
放
心
を
求
む
る
の
み
」
と
、
ま
た
「
そ
の
心
を
存
し
、
そ
の

　
　
性
を
養
つ
は
・
天
に
事
う
る
所
以
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
學
者
は
か
な
ら
ず
し
　
つ
か
り
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
働

　
　
　

…
…
い
ま
自
分
の
心
に
返
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
胸
中
が
な
お
か
つ
雑
然
と
齪
れ
て
も
、
ま
だ
守
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。

　
　

こ
の
雑
齪
し
た
心
で
も
つ
て
讃
書
し
た
り
理
を
窮
め
た
り
す
る
、
だ
か
ら
工
夫
を
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
や
っ
て
い
っ
て
も
、
ど
う
し
て

　
　
す
べ
て
の
理
を
理
解
す
る
こ
と
な
ぞ
で
き
よ
う
か
。
私
が
思
う
に
、
み
な
さ
ん
は
し
ば
ら
く
心
身
を
牧
敏
し
て
、
雑
念
を
蓋
く
佛
い

　
　

さ
つ
て
、
こ
の
心
を
光
明
洞
達
た
ら
し
め
て
お
く
に
こ
し
た
こ
と
は
な
く
、
そ
う
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
主
宰
を
な
し
え
る
こ
と
が
で

　
　ミ
そ
し
て
よ
う
や
く
票
わ
か
る
の
で
方
そ
う
で
な
け
れ
ば
・
永
遠
に
成
就
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ま
い
・
剛

「
心
」
の
紛
擾
・
雑
齪
は
當
時
の
知
識
人
に
切
實
な
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
封
庭
を
め
ぐ
る
問
答
を
『
朱
子
語
類
』
は
敷
多

く
傳
え
て
い
る
。
本
論
の
主
題
に
即
し
て
理
解
す
る
な
ら
、
「
心
」
の
紛
擾
に
封
す
る
悩
み
と
は
、
「
一
身
に
お
い
て
心
が
主
宰
す
る
」
、
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こ
の
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
心
な
る
者
は
、
身
の
主
す
る
所
な
り
」
（
『
大

學
章
句
』
経
一
章
）
と
は
、
軍
に
「
心
」
が
身
賭
に
お
け
る
主
宰
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
學
ぶ
も
の
と
し
て
、
自
己

の

「
心
」
を
し
っ
か
り
と
一
身
の
主
宰
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
主
宰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
常
に
求
め
ら
れ
た

當
爲
と
し
て
の
「
心
」
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
少
し
、
到
達
目
標
と
し
て
の
「
心
」
の
主
宰
に
つ
い
て
基
本
的
な
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
前
章
引
用
の
『
孟
子
集
注
』
に
「
も

し
心
が
職
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
・
…
：
外
物
が
や
っ
て
來
て
心
を
蔽
っ
て
し
ま
う
。
」
と
あ
り
、
ま
た
「
物
が
人
を
誘
う
の
は
固
よ
り

窮
り
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
自
分
自
身
の
好
悪
に
も
節
操
が
な
い
か
ら
、
物
に
誘
わ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
も
し
自
分
に
主
宰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝

が

あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
そ
れ
に
誘
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
ろ
う
」
（
と
あ
る
よ
う
に
、
現
實
的
な
問
題
と
し
て
「
心
」
と
い
う
の
は
、

私
欲

に
引
き
ず
ら
れ
や
す
く
、
そ
う
い
う
脆
弱
性
と
不
安
定
性
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
。
『
尚
書
』
大
禺
護
の
言
葉
、
「
人
心
惟
れ
危
う
く
、

道
心
惟
れ
微
か
な
り
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
私
欲
に
容
易
に
流
さ
れ
て
い
く
危
う
さ
と
、
同
時
に
道
と
合
致
し
た
「
心
」
を
保
持
す
る
こ

と
の
難
し
さ
を
い
っ
た
も
の
と
し
て
彼
ら
は
理
解
す
る
。
「
心
」
は
こ
の
よ
う
に
弱
い
存
在
で
あ
る
上
に
、
更
に
私
欲
が
容
赦
な
く
常
に

襲
い
掛
か
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
あ
る
べ
き
姿
の
「
心
」
、
「
主
宰
す
る
心
」
と
は
、
こ
の
私
欲
に
日
々
打
ち
勝
つ
（
克
己
す
る
）
強
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朱
子
に
と
っ
て
、
「
克
己
復
禮
」
の
「
克
」
と
は
「
勝
つ
」
、
「
己
」
と
は
「
身
の
私
欲
」
で
あ
り
、
ま
さ

し
く
私
欲
と
の
闘
い
で
あ
る
。
「
こ
の
心
を
助
け
起
こ
し
て
闘
う
の
だ
」
（
「
扶
起
此
心
來
闘
。
」
『
語
類
』
巻
　
二
、
第
6
8
條
）
、
「
今
日
一

物
に
格
り
、
明
日
一
物
に
格
り
、
ま
さ
し
く
遊
兵
の
攻
團
抜
守
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
人
欲
は
お
の
ず
か
ら
消
え
去
る
。
…
…
こ
の
「
敬
」

の
字
を
も
っ
て
敵
に
抵
り
、
つ
ね
に
し
っ
か
り
と
こ
の
敬
を
存
す
れ
ば
、
人
欲
は
自
然
と
入
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
」
　
と
い
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剤

う
よ
う
に
、
朱
子
は
「
心
」
の
私
欲
と
の
關
係
を
戦
争
や
闘
い
と
し
て
形
容
す
る
（
。
文
字
通
り
、
「
克
己
」
と
は
、
己
の
私
欲
に
打
ち
勝

つ

こ
と
、
「
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
始
末
し
て
し
ま
う
こ
と
」
（
「
勝
、
便
是
打
畳
殺
了
他
。
」
『
語
類
』
巻
四
一
、
第
1
6
條
）
を
意
味
す
る
。

　

『
論

語
』
公
冶
長
篇
の
「
子
日
く
、
吾
れ
未
だ
剛
な
る
者
を
見
ず
。
或
る
ひ
と
封
え
て
日
く
、
申
根
。
子
日
く
、
根
や
慾
。
焉
ん
ぞ
剛

な
る
を
得
ん
」
と
あ
る
、
そ
の
「
朱
注
」
に
、
剛
と
は
「
堅
強
不
屈
」
の
意
味
で
あ
り
、
人
が
も
っ
と
も
困
難
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。
慾
と
は
「
嗜
慾
」
の
多
い
こ
と
。
剛
と
嗜
慾
と
は
正
反
封
で
あ
り
、
剛
と
は
こ
の
嗜
慾
に
勝
つ
者
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

り
、
外
物
（
私
欲
）
に
惑
わ
さ
れ
な
い
「
心
」
と
は
、
こ
の
「
剛
‖
堅
強
不
屈
」
の
「
心
」
で
あ
る
（
。
こ
の
よ
う
な
「
心
」
で
あ
っ
て

こ
そ
、
「
心
」
は
身
聰
に
お
け
る
「
主
宰
」
と
な
り
、
各
器
官
と
の
命
令
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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第
三
章
　
當
爲
と
し
て
の
君
主
の
主
宰

　

こ
こ
ま
で
、
「
心
」
が
主
宰
す
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
以
下
は
こ
こ
ま
で
に
得
た
知
見
と
國
家
に
お
け
る
君
主
と
が
ど
の

よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
「
封
事
」
「
奏
笥
」
を
題
材
と
し
て
議
論
を
進
め
る
が
、

こ
こ
で
は
「
庚
子
慮
詔
封
事
」
（
『
朱
子
文
集
』
巻
＝
）
の
一
節
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
い
わ

ゆ
る
綱
と
は
、
ち
ょ
う
ど
網
に
綱
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
紀
と
は
ち
ょ
う
ど
綜
に
紀
が
あ
る
よ
う
な
も
の

　
　
で

あ
る
。
網
に
綱
が
な
け
れ
ば
自
ら
ピ
ン
と
張
る
こ
と
は
で
き
ず
、
綜
に
紀
が
な
け
れ
ば
紡
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
一
家
に

　
　

は
一
家
の
綱
紀
が
あ
り
、
一
國
に
は
一
國
の
綱
紀
が
あ
る
。
郷
は
縣
に
総
べ
ら
れ
、
縣
は
州
に
網
べ
ら
れ
、
州
は
諸
路
に
総
べ
ら
れ
、



　
　
諸
路
は
量
省
（
御
史
墓
と
三
省
）
に
網
べ
ら
れ
、
壷
省
は
宰
相
に
総
べ
ら
れ
、
そ
し
て
宰
相
が
多
く
の
職
務
を
統
括
し
、
天
子
と
と

　
　
も
に
政
策
の
可
否
を
決
め
て
政
令
を
出
す
、
こ
れ
こ
そ
が
す
な
わ
ち
天
下
の
綱
紀
な
の
で
あ
る
。

封
事

な
ど
の
上
奏
文
で
い
つ
も
朱
子
が
問
題
と
し
た
の
が
、
こ
の
綱
紀
で
あ
る
。
天
子
を
頂
黙
と
し
て
國
家
の
末
端
に
ま
で
覆
い
被
さ
る

網
が

き
ち
ん
と
張
っ
た
状
態
と
な
る
、
こ
れ
こ
そ
正
常
な
る
秩
序
の
確
立
で
あ
り
、
天
子
は
宰
相
と
協
力
し
て
命
令
を
獲
す
る
主
髄
で
あ

る
。
「
し
か
し
綱
紀
は
自
ら
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
必
ず
人
主
の
心
術
が
公
平
正
大
で
、
偏
黛
反
側
の
私
心
を
無
く
し
て
、
そ
の
後
綱
紀

は
繋
が
り
立
つ
」
。
こ
の
綱
紀
が
立
つ
か
否
か
を
左
右
す
る
の
が
、
君
主
の
「
心
」
の
あ
り
方
で
あ
る
。
「
公
平
正
大
、
偏
薫
反
側
の
私
無
」

い

「
心
」
で
あ
っ
て
こ
そ
、
綱
紀
は
立
つ
。
し
か
し
、
君
主
一
人
で
は
そ
の
よ
う
に
で
き
な
い
の
で
、
「
必
ず
賢
臣
に
親
し
み
、
小
人
を

遠
ざ
け
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
心
」
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
の
聖
人
が
「
師
傅
の
官
を
立
て
、
賓
友
の

位

を
設
け
、
諌
諄
の
職
を
置
」
い
た
の
は
、
ま
さ
に
一
刻
の
間
断
な
く
「
心
」
を
正
し
て
お
く
た
め
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
君
主
の
「
心
」

が
不
正
で
あ
れ
ば
、
天
下
に
正
し
い
も
の
な
ど
一
つ
も
な
い
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
、
君
主
の
「
心
」
は
「
天
下
の
本
」

な
の
だ
と
い
う
。

　

さ
て
、
こ
の
君
主
の
心
が
正
さ
れ
る
と
天
下
の
綱
紀
が
立
つ
と
い
う
耳
慣
れ
た
フ
レ
ー
ズ
、
こ
の
文
章
だ
け
を
丹
念
に
讃
ん
で
も
、
朱

子
の

言
わ

ん

と
す
る
と
こ
ろ
は
分
か
る
よ
う
で
實
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
君
主
が
「
正
心
誠
意
」
す
る
と
、
な
ぜ
天
下
が
治
ま
る
と
考
え

た

の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
解
く
に
際
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
君
主
の
「
心
」
を
正
す
こ
と
と
、
道
心
人
心
論
と
の
關
係
で
あ
る
。
特

に

「
戊

申
封
事
」
の
中
で
道
心
人
心
論
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
君
主
の
「
心
」
を
正
す
こ
と
を
考
え
る
に
當

た
っ
て
は
道
心
人
心
論
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
朱
子
の
主
張
を
讃
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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道
心

と
は
、
「
性
命
の
正
」
「
義
理
の
公
」
に
も
と
づ
き
、
人
心
は
「
形
氣
の
私
」
か
ら
生
じ
た
「
心
」
で
あ
る
。
ま
た
、
知
畳
の
面
か

ら
い
っ
て
も
、
道
理
を
知
畳
す
る
の
が
道
心
で
、
聲
色
臭
味
を
知
畳
す
る
の
が
人
心
と
な
る
。
た
だ
、
人
心
と
人
欲
が
そ
の
ま
ま
で
イ
コ

ー
ル
で
な
く
、
た
と
え
ば
、
喜
怒
哀
樂
す
る
こ
と
自
艘
は
「
心
」
の
作
用
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
人
欲
1
1
悪
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

過
不
及

あ
る
喜
怒
哀
樂
、
つ
ま
り
、
道
理
に
合
致
し
な
い
情
を
獲
露
す
る
の
が
人
心
で
あ
る
。
人
心
は
債
値
的
に
は
必
ず
し
も
悪
で
は
な

い

が
、
「
心
」
が
債
値
的
に
悪
で
あ
る
人
欲
に
反
雁
す
れ
ば
人
心
と
な
る
に
は
違
い
な
い
。
「
性
命
の
正
」
に
も
と
づ
き
、
天
理
義
理
を
知

畳
す
る
心
が
道
心
で
あ
り
、
「
形
氣
の
私
」
、
氣
的
、
肉
彊
的
な
も
の
に
も
と
づ
き
、
肉
纏
的
な
欲
求
に
反
慮
す
る
の
が
人
心
で
あ
る
。
た

だ

し
、
道
心
と
人
心
と
い
う
二
つ
の
別
々
の
「
心
」
が
同
時
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
心
」
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
一
個

の

「
心
」
が
、
知
畳
す
る
封
象
の
相
違
に
よ
っ
て
饗
化
す
る
だ
け
で
あ
る
。
極
限
す
る
に
、
善
な
る
も
の
に
關
わ
る
の
が
道
心
、
悪
な
る

も
の
に
關
わ
る
の
が
人
心
で
あ
る
。
（
行
論
の
都
合
上
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
債
値
的
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
部
分
に
關
わ
る
人
心
は
除
外

す

る
。
人
心
そ
の
も
の
は
人
欲
で
は
な
い
が
、
人
欲
に
關
わ
る
の
が
人
心
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
）

　

「
庚
子
雁
詔
封
事
」
に
戻
り
、
如
上
の
道
心
人
心
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
雨
者
の
間
に
軍
純
な
構
造
的
重
な
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

天

理
に

も
と
つ
く
「
心
」
は
「
道
心
」
、
人
欲
に
も
と
つ
く
「
心
」
は
「
人
心
」
で
あ
る
が
、
で
は
、
賢
臣
に
親
し
む
君
主
、
小
人
を
近

づ

け
る
君
主
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
心
」
を
正
し
た
君
主
（
正
心
の
君
主
）
、
心
を
正
し
て
い
な
い
君
主
（
不
正
心

の

君
主
）
と
い
う
ほ
か
な
い
。
「
正
心
の
君
主
」
は
、
賢
者
の
補
佐
を
得
て
お
り
、
限
り
な
く
聖
人
君
主
に
接
近
し
、
「
不
正
心
の
君
主
」

と
は
、
小
人
の
介
入
に
よ
り
、
暴
君
と
化
す
。

　

こ
こ
で
は
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
て
次
に
進
む
。
ま
だ
、
朱
子
の
主
張
の
前
置
き
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
陛
下
が

民

を
救
植
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
民
生
は
日
び
切
迫
し
、
財
を
理
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
財
用
は
日
増
し
に
窮
乏
し
、
軍
を
治
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め
よ
う
と
す
れ
ば
、
軍
政
日
び
素
れ
、
国
土
を
恢
復
し
よ
う
と
し
て
も
、
い
ま
だ
に
北
上
し
て
中
原
尺
寸
の
土
地
を
も
取
り
か
え
す

　
　

こ
と
が
で
き
ず
、
仇
に
報
い
恥
を
雪
が
ん
と
し
て
も
、
い
ま
だ
に
軍
干
の
頸
を
繋
ぎ
月
氏
の
頭
を
飲
む
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
。

現
實
の
南
宋
國
家
の
現
状
は
、
こ
の
よ
う
に
民
生
の
安
定
か
ら
、
封
金
戦
事
に
至
る
ま
で
、
全
く
う
ま
く
い
か
な
い
。
で
は
、
そ
の
原
因

は

何
か
。

　
　
　
宰

相
、
毫
省
、
師
傅
、
賓
友
、
諌
謡
の
臣
に
至
る
ま
で
、
皆
各
々
の
職
を
失
い
、
そ
し
て
陛
下
が
と
も
に
親
密
に
し
、
と
も
に
謀

　
　
議

し
て
い
る
の
は
、
一
二
の
近
習
の
臣
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
一
二
の
小
人
な
る
者
、
上
は
陛
下
の
心
志
を
惑
わ
し
、
陛
下
に
先
王

　
　
の

大
道
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
し
な
い
で
、
功
利
を
求
め
る
い
や
し
い
説
を
悦
ぶ
よ
う
に
さ
せ
、
行
い
の
り
っ
ぱ
な
人
物
の
直
言
を
樂

　
　
し
ま
せ
な
い
で
、
日
々
の
慣
れ
た
つ
ま
ら
な
い
状
態
に
安
ん
じ
さ
せ
、
下
は
天
下
中
の
士
大
夫
で
嗜
利
無
恥
な
る
者
を
招
集
し
て
き

　
　

て
、
文
武
に
分
け
て
各
々
そ
の
門
に
入
れ
る
の
で
す
。
好
み
の
者
に
は
陰
に
手
引
き
を
し
、
抜
擢
し
て
清
顯
の
地
位
に
お
き
、
悪
ら

　
　

し
い
者
に
は
密
か
に
悪
口
を
言
い
、
公
に
も
勝
手
に
排
斥
し
て
お
り
ま
す
。
財
吊
を
流
通
さ
せ
れ
ば
、
盗
む
所
は
、
す
べ
て
陛
下
の

　
　
財
で
あ
り
、
卿
を
命
じ
將
を
置
け
ば
、
窟
む
所
は
、
す
べ
て
陛
下
の
柄
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
孝
宗
が
親
密
に
し
、
と
も
に
國
政
を
謀
る
の
が
「
一
二
の
近
習
」
二
二
の
小
人
」
の
み
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
彼
ら

に

よ
っ
て
君
主
の
「
心
」
は
惑
わ
さ
れ
、
先
王
の
大
道
を
信
じ
な
い
で
、
功
利
の
卑
し
い
説
を
喜
ぶ
の
は
「
人
心
」
が
全
面
に
で
た
「
心
」

で

あ
ろ
う
し
、
小
人
を
近
づ
け
る
孝
宗
自
身
、
す
ぐ
れ
た
「
正
心
の
君
主
」
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
宰
相
、
毫
省
、

師
傅
、
賓
友
、
諌
諄
と
い
っ
た
國
家
中
橿
機
關
も
、
正
常
に
機
能
せ
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
陛
下
の
財
」
や
「
陛
下
の
柄
」

も
ろ
と
も
そ
の
小
人
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
陛
下
の
號
令
瓢
防
も
ま
た
朝
廷
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
一
二
人

の

門
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
り
、
名
は
陛
下
の
濁
断
で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
實
際
は
こ
の
↓
二
人
が
、
陰
に
そ
の
柄
を
執
っ

・
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て

い

る
」
、
こ
れ
こ
そ
萬
事
が
成
就
し
な
い
理
由
な
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
そ
れ
で
は
、
以
上
の
内
容
を
「
心
－
身
鴨
」
と
「
君
主
－
官
僚
」
と
が
パ
ラ
レ
ル
の
關
係
に
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
、
讃
み
解
い
て

み
た

い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
「
心
」
と
身
髄
と
の
關
係
に
お
い
て
、
耳
目
鼻
四
肢
と
い
っ
た
身
鵠
の
各
機
能
が
正
常
に
機
能
し
な
い
の

は
、
命
令
機
關
で
あ
る
「
心
」
そ
の
も
の
が
正
し
く
機
能
し
て
い
な
い
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
主
宰
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
原
因
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
孝
宗
の
状
況
と
は
、
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
る
。
孝
宗
の
君
主
と
し
て
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
宰
相
以
下

の
國
家
の
中
橿
機
關
が
正
し
く
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
因
は
す
べ
て
命
令
主
髄
で
あ
る
孝
宗
に
蹄
せ
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
君
主
と
し
て
の
職
務
を
全
う
し
て
い
な
い
、
國
家
に
お
け
る
主
宰
を
確
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
「
名
は
陛
下
の
猫

断
た

る
も
、
而
れ
ど
も
實
は
此
の
＝
一
人
な
る
者
、
陰
に
其
の
柄
を
執
る
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
孝
宗
は
名
目
上
皇
帝
で
は
あ
る

も
の
の
、
國
家
に
お
い
て
實
際
的
な
主
宰
者
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
命
卿
置
將
」
、
「
號
令
顯
防
」

の
権
と
は
、
第
一
章
で
鯛
れ
た
「
制
命
」
の
職
務
の
こ
と
で
あ
り
、
『
孟
子
』
の
い
う
「
心
」
に
即
せ
ば
、
「
思
う
」
と
い
う
働
き
に
他
な

ら
な
い
。
國
家
に
お
い
て
「
制
命
」
の
権
を
奪
わ
れ
た
君
主
で
あ
り
、
身
贈
に
た
と
え
る
な
ら
「
思
」
の
働
き
を
奪
わ
れ
た
「
心
」
、
こ

の

よ
う
な
機
能
不
全
の
命
令
者
で
あ
る
の
が
、
孝
宗
と
い
う
目
の
前
に
い
る
皇
帝
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
「
心
」

で
は

な
く
、
孝
宗
の
「
心
」
そ
の
も
の
も
ま
た
、
小
人
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
た
「
心
」
な
の
で
あ
り
、
孝
宗
と
い
う
身
艘
を
國
家
と
す
る

な
ら
、
そ
の
君
主
た
る
べ
き
「
心
」
も
機
能
不
全
の
命
令
者
ー
一
身
に
主
宰
が
な
い
「
心
」
－
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
君
主
を

い

た
だ
く
以
上
、
君
主
の
身
艘
内
に
お
け
る
命
令
秩
序
が
崩
壊
し
、
そ
し
て
ま
た
國
家
に
お
け
る
君
主
と
臣
下
と
の
命
令
關
係
も
正
常
に

機
能
せ
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
天
下
國
家
の
綱
紀
が
立
た
な
い
、
と
い
う
の
が
、
朱
子
の
現
状
認
識
だ
っ
た
。
「
一
身
に
主
無
く
、
萬
事

に

綱
無

し
」
（
『
朱
子
文
集
』
巻
一
四
「
行
宮
便
殿
奏
箭
二
」
）
と
は
こ
の
事
情
を
も
っ
と
も
簡
潔
に
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
「
心
」
が
「
一
身
の
主
」
で
あ
る
こ
と
は
、
私
欲
に
打
ち
勝
ち
、
「
心
」
を
正
す
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
達
成
さ

れ

る
の
で
あ
り
、
嚴
密
に
は
、
「
心
」
が
一
身
に
お
い
て
主
宰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
同
檬
に
、
國
家
に
お

い
て

も
萬
事
に
綱
紀
あ
る
状
態
、
君
主
が
國
家
の
主
宰
者
と
し
て
の
機
能
を
正
し
く
果
た
す
状
態
、
こ
れ
ら
は
多
分
に
當
爲
的
な
の
で
あ

る
。
逆
を
い
え
ば
、
現
實
問
題
と
し
て
、
當
時
の
朱
子
が
直
面
し
た
南
宋
國
家
と
い
う
の
は
、
萬
事
に
綱
紀
な
く
、
皇
帝
が
あ
る
べ
き
國

家
の
主
宰
者
と
し
て
機
能
し
て
し
な
い
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
二
身
に
主
無
く
、
萬
事
に
綱
無
し
」
に
含
意
さ
れ
た
朱
子
の
本
意
な
の

で

あ
る
・
そ
の
い
う
と
こ
ろ
あ
ま
り
に
痛
烈
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
把
事
實
こ
の
時
朱
子
は
大
い
に
童
一
示
の
怒
り
を
買
っ
た
・
（
『
道

命
録
』
巻
五
「
先
生
極
言
近
習
用
事
之
害
、
…
…
上
大
怒
、
命
先
生
分
析
。
趙
丞
相
誰
辞
救
解
、
乃
止
。
」
）

　
ま
た
、

　
　
　
　
　
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

　
　
　

・

…
下
の
も
の
が
法
規
を
畏
れ
な
い
で
形
式
視
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
上
の
も
の
は
朝
廷
か
ら
し
て
そ
れ
を
た
だ
形
式
的
な
も
の

　
　
と
し
て
施
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
だ
れ
も
か
れ
も
か
な
ら
ず
實
施
す
る
な
ん
て
こ
と
を
期
待
し
て
い
な
い
。
先
晩
も
話
し
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま
り

　
　
上

下
の
も
の
が
み
な
法
令
を
ど
う
で
も
い
い
事
と
見
な
し
て
い
る
。
…
…
、
朝
廷
の
お
布
令
は
、
な
に
か
に
つ
け
て
こ
の
よ
う
に
綱
紀

　
　

が

な
く
、
だ
れ
も
か
れ
も
ば
か
に
し
て
ル
ー
ズ
だ
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
六
、
課
は
田
中
謙
二
『
『
朱
子
語
類
』
外
任
篇
課
注
』

　
　
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
、
一
〇
五
頁
。
）

中
央
政
府
か
ら
の
命
令
が
國
家
統
治
の
最
前
線
に
お
い
て
「
ど
う
で
も
い
い
事
」
と
さ
れ
、
正
し
く
實
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
官

僚
制
度
に
お
け
る
各
機
關
が
正
常
に
機
能
し
な
い
と
い
っ
た
命
令
を
受
け
る
實
施
者
側
の
不
正
常
と
い
う
現
實
に
封
す
る
問
題
意
識
は
、

朱
子
が
地
方
官
と
し
て
實
際
に
直
面
し
た
髄
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
場
の
不
正
常
も
突
き
詰
め
れ
ば
、
君
主

と
い
う
命
令
者
側
に
問
題
が
あ
る
。
「
心
焉
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
視
れ
ど
も
見
え
ず
」
で
あ
る
。
「
見
え
な
い
」
と
い
う
目
の
不
正
常
の
原
因
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は
、
目
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
心
焉
に
在
ず
」
と
い
う
命
令
機
關
の
不
正
常
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
理
解
す
る
な
ら
、
朱
子
が
求
め
た
君
主
の
「
正
心
誠
意
」
と
は
、
國
家
の
命
令
機
關
を
確
立
す
る
こ
と
、
君
主
が
き
ち

ん

と
主
宰
者
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
の
要
求
で
も
あ
り
、
た
だ
個
人
的
な
道
徳
性
を
磨
く
こ
と
を
の
み
求
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
「
心
」
が
正
さ
れ
れ
ば
す
べ
て
が
上
手
く
い
く
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
官
僚
統
治
に
お
け
る
君
主
と

い

う
命
令
主
体
の
正
常
化
を
ま
ず
第
一
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
他
の
問
題
は
こ
の
命
令
秩
序
が
回
復
さ
れ
た
上
で
個
別
に
取
り
組
ま

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
正
心
誠
意
」
を
天
下
の
大
根
本
と
す
る
朱
子
の
君
主
論
を
、
「
近
世
的
國
制
論

の
不
可

嵌
の
要
素
を
な
す
官
僚
制
論
、
法
律
論
を
捨
象
し
、
統
治
の
問
題
を
治
者
の
心
の
問
題
へ
還
元
す
る
…
…
」
（
と
す
る
指
摘
は
決

し
て
的
を
射
た
も
の
で
は
な
い
。
職
務
の
定
め
ら
れ
た
分
業
的
官
僚
制
に
も
と
つ
く
統
治
、
そ
し
て
國
家
の
命
令
の
貫
徹
こ
そ
、
朱
子
の

政
治
的
思
考
の
前
提
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
君
主
の
「
心
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
國
家
の
命
令
秩
序
の
も
っ
と
も
根

源
に

位
置
す

る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
君
主
の
「
心
」
と
身
饅
と
の
間
に
あ
る
命
令
關
係
も
こ
の
國
家
全
題
の
命
令
秩
序
の
一
部
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
君
主
の
「
心
」
と
身
饅
と
の
關
係
も
天
下
秩
序
の
一
部
で
あ
り
、
内
面
の
倫
理
的
な
善
悪
の

判
断
、
道
徳
的
な
選
揮
は
、
す
べ
て
政
治
的
問
題
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
君
主
の
「
心
」
は
「
天
下
の
大
本
」
な
の
で
あ
る
。
朱
子
學

的
政
治
思
惟
は
「
個
人
道
徳
と
政
治
が
連
績
」
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
「
そ
の
理
論
的
性
格
が
非
政
治
的
」
（
で
あ
る
の
で
は
な
く
、

む

し
ろ
君
主
の
道
徳
倫
理
に
關
わ
る
部
分
も
す
べ
て
政
治
化
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朱
子
の
思
考
は
あ
ら
ゆ
る
面
に

お

い

て
、
き
わ
め
て
政
治
學
的
表
現
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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結
論

　
人
が

學
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
人
が
聖
人
に
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
朱
子
の
學
問
論
の
基
本

的
前
提
で
あ
る
（
『
朱
子
文
集
』
巻
四
二
「
答
石
子
重
」
第
一
書
）
。
人
は
尭
舜
の
よ
う
な
聖
人
た
る
べ
く
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
人

が
一
の
努
力
を
す
る
と
こ
ろ
自
分
は
百
の
努
力
を
し
、
他
人
が
十
の
努
力
を
す
る
と
こ
ろ
自
分
は
千
の
努
力
を
す
る
（
『
中
庸
章
句
』

第
二
〇
章
）
。
朱
子
の
學
問
観
を
見
る
限
り
、
知
識
の
量
や
聰
明
さ
そ
の
も
の
よ
り
も
、
絶
え
間
な
く
學
問
に
取
り
組
む
姿
勢
そ
の
も
の

に

評
債
の
基
準
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
評
債
軸
は
、
あ
ら
ゆ
る
學
間
者
に
當
て
は
め
ら
れ
、
皇
帝
で
す
ら
そ
の
例
外
で
は
な
い
（
。
「
氣
」

の

享
け
方
の
違
い
（
昏
明
清
濁
の
異
）
と
い
う
、
こ
の
一
種
運
命
的
な
決
定
に
皇
帝
の
資
質
で
す
ら
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
（
『
語
類
』
巻

五

五
、
第
7
條
）
。
天
子
だ
か
ら
と
い
っ
て
生
ま
れ
つ
き
聰
明
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
學
問
方
法
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
聞
が
全
く

同
じ
不
完
全
（
未
完
全
）
な
る
自
然
人
・
普
通
人
な
の
だ
と
い
う
人
間
に
封
す
る
認
識
が
明
確
に
貫
か
れ
て
い
る
。

　
宰
相
以
下
の
官
僚
が
た
と
え
無
能
で
あ
っ
て
も
、
「
尊
賢
」
主
義
に
よ
っ
て
交
替
さ
せ
れ
ば
す
む
。
し
か
し
「
親
親
」
主
義
に
基
づ
く

世
襲
王
朝
制
を
と
る
限
り
、
暗
愚
な
君
主
や
暴
君
が
生
ま
れ
出
る
偶
然
的
運
命
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
〔
。
實
際
、
朱
子
の
見
た
孝
宗
と

い

う
現
實
の
皇
帝
も
常
に
「
小
人
」
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
、
君
主
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
な
い
君
主
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
然
人
と

し
て
の
「
不
完
全
性
」
、
悪
へ
流
れ
る
「
不
安
定
さ
」
を
持
つ
君
主
像
は
、
「
人
心
危
う
く
、
道
心
微
か
」
で
あ
る
「
心
」
の
「
不
安
定
性
」

そ

の

も
の
で
あ
る
。
朱
子
に
と
っ
て
現
實
の
皇
帝
を
含
む
人
間
の
「
心
」
と
は
、
ま
こ
と
に
不
完
全
で
、
不
安
定
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
、
君
主
を
一
般
用
語
と
し
て
の
「
元
首
」
で
は
な
く
、
特
殊
宋
學
的
概
念
と
し
て
の
「
心
」
と
重
ね
合
わ
せ
る
一
つ
の
意
義
が
あ
っ
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た
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
朱
子
の
提
示
し
た
理
想
的
な
君
主
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
、
目
指
さ
れ
る
べ
き
「
心
」
が
「
剛
」
な
る
「
心
」
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
理
想
的
な
君
主
も
ま
た
同
じ
く
何
事
に
も
私
欲
に
打
ち
勝
つ
「
克
己
す
る
」
君
主
で
あ
り
、
「
剛
」
な
る
君
主
で
あ
る
。

　
　
　
本
朝
は
あ
れ
こ
れ
重
ね
が
さ
ね
官
を
置
い
て
、
な
ん
と
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
か
。
必
ず
大
有
爲
の
後
に
こ
れ
を
徹
底
的
に
改
め
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
た
だ
宰
相
の
み
に
そ
の
志
が
あ
る
だ
け
で
は
、
や
っ
ぱ
り
虚
理
で
き
な
い
。
必
ず
剛
健
で
大
有
爲
の
君
主

　
　
が
自
分
で
や
っ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
こ
そ
、
で
き
る
の
だ
。
…
…
必
ず
剛
明
智
勇
で
、
人
の
意
表
に
出
る
君
主
で
あ
っ
て
こ
そ
、
は

　
　
じ
め
て
天
下
の
事
を
樹
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
⑨

ま
た
封
事
に
主
張
さ
れ
る
「
正
心
誠
意
」
な
っ
た
理
想
的
な
君
主
と
は
、
天
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
な
ん
ら
批
判
の
封
象
に
さ
れ
る
存
在

で
は

な
く
、
國
家
運
管
に
お
い
て
も
、
そ
の
意
圖
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
國
家
の
末
端
の
統
治
組
織
に
ま
で
貫
徹
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
人
民
が
蹄

服
す

る
君
主
で
あ
る
（
。
ま
さ
に
身
饅
に
お
け
る
「
心
」
が
命
令
し
、
す
べ
て
の
器
官
が
適
切
に
機
能
し
、
身
艘
全
饅
が
健
全
さ
を
回
復

し
た
状
態
で
あ
る
。

　

「
敬
の
工
夫

は
、
後
に
朱
子
學
批
判
者
か
ら
、
身
心
を
拘
束
す
る
も
の
と
の
非
難
を
受
け
る
に
至
っ
た
が
、
人
聞
を
頽
落
さ
せ
る
諸
條

件

を
考
慮
し
つ
つ
・
天
理
の
尊
嚴
を
保
持
す
る
た
め
に
は
・
畏
敬
の
感
情
こ
そ
規
矩
に
即
し
た
畠
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
押

朱
子
學
の

「
敬
」
の
工
夫
に
よ
る
「
心
」
の
修
養
を
、
規
範
と
し
て
の
天
理
に
よ
る
身
心
の
拘
束
と
い
う
消
極
的
側
面
で
の
み
理
解
す
る

な
ら
、
朱
子
の
本
來
の
意
圖
を
讃
み
誤
る
こ
と
に
な
る
。
君
主
の
道
徳
的
修
養
に
つ
い
て
も
ま
た
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
つ
ま
り
、
超
越

的
天
理
に
よ
っ
て
君
主
に
内
面
的
反
省
を
迫
る
朱
子
の
君
主
論
は
、
君
主
槽
力
を
限
り
な
く
拘
束
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
國
家
に
お
け
る
君
主
の
「
規
矩
に
即
し
た
自
由
」
を
實
現
化
せ
ん
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
正
心
な
っ
た
君
主
の
命
令
の
下
で
は
、
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す
べ
て
の
官
僚
が
そ
の
命
令
に
從
い
、
す
べ
て
の
人
民
は
そ
の
君
主
に
蹄
服
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
國
家
像
こ
そ
、
綱
紀
が
立
つ

と
い
う
状
態
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
天
理
に
拘
束
さ
れ
た
窮
屈
な
君
主
で
は
な
く
、
天
理
そ
の
も
の
と
化
し
た
「
規
矩
に

即
し
た
自
由
」
な
る
君
主
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
君
主
を
特
殊
宋
學
的
概
念
の
「
心
」
と
重
ね
合
わ
せ
る
も
う
一
つ
の
意
義
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
朱
子
の
君
主
論
が
、
皇
帝
に
自
然
人
た
る
こ
と
を
突
き
付
け
る
「
君
主
機
關
説
」
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
に
も
關
わ
ら
ず
、
し

か

し
歴
史
的
現
實
と
し
て
、
朱
子
學
は
そ
の
方
向
に
襲
展
す
る
こ
と
な
く
、
專
制
支
配
魑
制
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ

た
。
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
歴
史
的
事
實
に
郎
し
て
考
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
一
因
と

し
て
、
や
は
り
君
主
の
「
自
由
」
を
理
論
的
に
準
備
し
て
い
た
こ
と
を
畢
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
近
代
法
學
論
争
に
お
け
る
「
君
主
機
關
説
」
と
「
君
主
主
義
説
」
と
の
根
本
的
な
相
違
鮎
は
、
君
主
を
普
通
の
人
間
（
自
然
人
）
と
す

る
か
、
そ
れ
と
も
先
天
的
に
無
上
の
神
聖
性
を
備
え
た
存
在
と
見
倣
す
の
か
、
に
あ
る
（
。
機
關
説
は
、
君
主
を
訣
陥
の
あ
る
自
然
人
と

す

る
か
ら
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
に
規
制
し
、
立
憲
君
主
と
し
て
の
適
切
な
振
る
舞
い
を
要
請
す
る
。
こ
の
黙
確
か
に
、
君
主
は
規
制
さ
れ
る

べ
き
自
然
人
で
あ
る
と
考
え
る
朱
子
の
理
解
と
非
常
に
近
い
。
究
極
的
な
債
値
基
準
で
あ
る
聖
人
を
到
達
目
標
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

皇

帝
に
自
然
人
た
る
こ
と
の
自
畳
と
反
省
を
突
き
つ
け
る
朱
子
の
君
主
論
は
、
特
殊
宋
學
的
な
人
間
學
の
展
開
が
も
た
ら
し
た
一
つ
の
蹄

結
だ

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
君
主
を
自
然
人
だ
と
す
る
こ
の
共
通
鮎
を
後
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
雨
者
の
議
論
は
全
く
逆
の
方
向
に
向
か
う
。

す

な
わ
ち
、
「
君
主
機
關
説
」
の
よ
う
な
立
憲
君
主
制
に
お
い
て
、
君
主
は
不
完
全
な
る
が
ゆ
え
に
、
明
文
化
さ
れ
た
法
規
に
よ
っ
て
規
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制
も
し
く
は
匡
正
さ
れ
立
憲
君
主
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
演
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
自
然
人
た
る
が
故
の
限
界
は
、
決
し

て
克
服
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
賢
君
明
主
と
い
え
ど
も
そ
の
域
を
決
し
て
出
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
、
朱
子
學
で
は
、

君
主
個
人
は
修
養
を
通
し
て
、
絶
封
的
債
値
で
あ
る
尭
舜
の
ご
と
き
聖
人
に
至
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
元
來
の
不
完
全
性
（
未
完
全
性
）
を

究
極
的
に
は
克
服
し
て
し
ま
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
立
憲
主
義
で
は
君
主
と
い
う
位
の
権
力
を
憲
法
に
よ
っ
て
制
度
と
し
て

規
制
・
制
限
す
る
の
に
封
し
て
、
朱
子
學
で
は
、
そ
の
君
主
の
位
で
は
な
く
、
そ
の
君
主
の
位
に
即
く
自
然
人
と
し
て
の
人
間
そ
の
も
の

を
内
面
か
ら
規
制
し
、
暴
政
を
防
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
木
下
氏
の
い
う
よ
う
に
、
「
皇
帝
の
ポ
ス
ト
の
絶
封
化
と
生
身
の

皇
帝
の
絶
封
化
と
は
匿
別
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
朱
子
は
明
ら
か
に
こ
の
「
生
身
の
皇
帝
」
を
規
制
す
る
こ
と
で
、
暴
政
を
防

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
究
極
的
目
標
と
し
て
、
君
主
は
修
養
に
よ
っ
て
絶
封
的
債
値
を
髄
現
し
、
君
主
個
人
と
規
範
的
債
値
と

が
合
致
し
、
「
規
矩
に
即
し
た
自
由
」
を
實
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
修
養
な
っ
た
こ
の
君
主
は
、
「
専
制
王
権
時
代

の
産
物
」
（
美
濃
部
達
吉
『
日
本
憲
法
』
有
斐
閣
、
一
九
一
＝
年
）
た
る
「
君
主
主
義
」
的
君
主
像
に
き
わ
め
て
接
近
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
や
ド
イ
ツ
の
近
代
憲
法
學
に
と
っ
て
、
君
主
機
關
説
や
國
家
法
人
説
は
明
ら
か
に
君
主
主
義
に
封
抗
す
る
議
會
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
あ
っ
た
、
。
「
議
會
の
槽
限
の
撞
大
と
同
時
に
天
皇
の
大
権
を
能
う
か
ぎ
り
大
幅
に
制
限
し
て
そ
の
猫
裁
の
範
園
を
縮
小
し
…
…
國

民
意
志
に
合
致
し
な
い
大
権
行
使
の
除
地
の
な
い
よ
う
に
」
す
る
の
が
「
美
濃
部
の
念
願
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
「
帝
國
議
會
は
國
民

の

代
表
者

と
し
て
國
の
統
治
に
参
與
す
る
も
の
で
、
天
皇
の
機
關
と
し
て
天
皇
か
ら
そ
の
槽
限
を
與
へ
ら
れ
て
居
る
も
の
で
は
な
く
、
随

っ

て

原
則

と
し
て
は
議
會
は
天
皇
に
封
し
て
完
全
な
る
猫
立
の
地
位
を
有
し
、
天
皇
の
命
令
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
（
傍
点
筆
者
）

の
で

あ
る
か
た
や
宋
代
に
お
い
て
、
猫
裁
を
否
定
し
、
い
く
ら
士
大
夫
の
合
議
的
政
策
決
定
を
理
念
と
し
て
い
た
と
い
っ
て
㌦
彼

等
の
政
治
學
で
は
、
そ
れ
が
決
し
て
民
権
の
た
め
の
合
議
制
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
し
、
そ
し
て
何
よ
り
も
絶
封
的
債
値
を
髄
現
し
た
君
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主

の
下

で

は
、
原
理
的
に
君
主
の
意
向
が
必
ず
道
理
に
合
致
す
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
機
關
は
な
ん
ら
そ
れ
に
封
抗
す
る
正
當
性
を
持
た
ず

に

君
主

の
命
令
に

服
す

こ
と
と
な
る
。
美
濃
部
の
機
關
説
は
民
権
の
代
表
と
し
て
の
議
會
が
君
主
権
力
を
限
り
な
く
制
限
す
る
こ
と
を
理

想

と
す
る
に
封
し
、
朱
子
が
理
想
と
し
た
の
は
全
く
正
反
封
の
「
自
由
」
な
る
君
主
で
あ
り
、
「
そ
の
爲
さ
ん
と
欲
す
る
所
の
爲
す
あ
た

わ
ざ
る
無
き
」
君
主
で
あ
る
（
『
朱
子
文
集
』
巻
一
四
「
延
和
奏
笥
五
）
。
雨
者
そ
れ
ぞ
れ
の
限
り
な
く
目
指
さ
れ
る
地
鮎
に
お
い
て
、
機

關
説
で
は
君
主
権
力
の
規
制
を
説
き
、
朱
子
學
で
は
君
主
権
力
の
無
規
制
を
説
く
と
い
う
黙
で
明
ら
か
に
逆
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
原
因
を
た
ず
ね
る
な
ら
、
君
主
は
絶
封
的
債
値
で
あ
る
聖
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
う
な
り
得
る
と
す
る
修
養
論
に

蹄
す
ほ

か
な
い
。
要
す
る
に
、
聖
人
た
る
べ
き
理
念
は
｝
方
で
現
實
の
君
主
の
不
完
全
性
（
未
完
全
性
）
を
暴
き
出
し
、
「
君
主
機
關
説
」

の

如
き
議
論
の
基
礎
を
爲
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
完
全
性
へ
の
可
能
性
そ
の
も
の
が
、
「
君
主
主
義
」
的
君
主
像
（
規
制
さ
れ

な
い
君
主
と
い
う
意
味
に
お
い
て
（
）
を
櫓
保
し
績
け
た
の
で
あ
る
。

　
朱
子
の
君
主
論
に
君
主
椹
力
抑
制
の
論
理
と
擁
護
の
論
理
と
い
う
矛
盾
す
る
二
面
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由

に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
よ
り
後
、
強
大
な
槽
力
を
有
す
る
專
制
君
主
が
登
場
し
た
と
き
、
い
ず
れ
の
側
面
を
演
出
し
た
の
か
、

も
は
や
こ
れ
以
上
贅
言
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

一
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注
（1
）

（
2
）

丸
山
眞
男
『
日
本
思
想
史
研
究
』
（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
五
二
年
）
。

小
島
毅
「
天
道
・
革
命
・
隠
逸
ー
朱
子
學
的
王
権
論
を
め
ぐ
っ
て
」
網
野
善
彦
等
編
、

岩
波
講
座
天
皇
と
王
穫
を
考
え
る
4



（3
）

（4
）

（5
）

（6
）

（7
）

（8
）

（9
）

（1
0
）

（
H
）

『
宗
教
と
椹
威
』
　
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
、
七
四
頁
。

侯
外
盧
主
編

『
中
國
思
想
通
史
』
第
四
春
下
冊
（
人
民
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
）
、
任
縫
愈
主
編
『
中
國
哲
學
史
』
第
三
冊
（
人

民
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
、
楊
榮
國
主
編
『
簡
明
中
國
哲
學
史
』
（
人
民
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）
、
邸
漢
生
『
四
書
集
注
簡
論
』

（中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
、
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
の
み
に
と
ど
め
て
お
く
。

張
立

文

『朱
喜
…
思
想
研
究
』
（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
、
九
八
～
一
〇
一
頁
。

察
方
鹿
『
朱
喜
…
與
中
國
文
化
』
（
貴
州
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
二
七
～
二
九
頁
。

余
英
時
『
朱
喜
…
的
歴
史
世
界
ー
1
宋
代
士
大
夫
政
治
文
化
的
研
究
ー
』
「
緒
説
」
「
五
、
理
學
與
、
政
治
文
化
”
」
（
允
農
文
化

實
業
、
二
〇
〇
三
年
）
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
關
し
て
は
、
す
で
に
拙
評
に
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
書
評
、
余
英
時
著
『
宋

明
理
學
與
政
治
文
化
』
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
六
六
巻
第
一
號
、
二
〇
〇
七
年
）
。

友
枝
龍
太
郎
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
第
三
章
「
知
識
と
實
践
の
問
題
」
第
三
節
「
本
土
防
衛
の
説
」
（
春
秋
社
、
一
九
六
九
年
）
、

四
二
七
頁
。

早
坂
俊
廣
「
「
戊
申
封
事
」
に
見
え
る
朱
喜
…
の
君
主
観
」
（
『
哲
學
』
第
四
二
集
、
一
九
九
〇
年
）

前
掲
注
（
8
）
、
早
坂
論
文
。

早
坂
氏

は
、
「
正
心
誠
意
」
が
君
主
「
禮
賛
の
道
具
に
も
な
り
得
る
」
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、

で
は

な
ぜ
朱
子
の
君
主
論
に
は
そ
の
よ
う
な
相
反
す
る
矛
盾
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
矛
盾
は
一
艘
何
を
意
味
す
る
の
か
に

つ
い
て
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

例

え
ば
、
余
氏
の
い
う
「
虚
君
」
と
い
う
用
語
は
、
近
代
立
憲
主
義
者
た
ち
の
用
語
を
連
想
さ
せ
る
。
梁
啓
超
は
美
濃
部
達
吉
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の
君
主
機
關
説
に
基
づ
い
て
、
實
灌
の
な
い
君
主
、
「
す
な
わ
ち
君
主
の
槽
限
が
形
式
的
な
「
虚
器
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

　
　
　
と
主
張
し
て
い
る
。
楠
瀬
正
明
「
清
末
に
お
け
る
立
憲
構
想
－
梁
啓
超
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
『
史
學
研
究
』
第
一
四
三
號
、

　
　
　
一
九
七
九
年
）
を
参
照
。

（
1
2
）
木
下
鐵
矢
「
「
治
」
よ
り
「
理
」
へ
－
陸
蟄
・
王
安
石
・
朱
喜
…
　
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
五
巻
第
三
號
、
一
九
九
六
年
、

　
　

の
ち
『
朱
喜
…
再
讃
』
（
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
）
所
牧
。

（
1
3
）
朱
子
の
思
想
に
見
る
「
ポ
ス
ト
」
と
「
生
身
の
人
間
」
と
の
乖
離
に
つ
い
て
は
次
の
研
究
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
木
下
鐵
矢
「
「
命
」

　
　

と
「
令
」
　
　
朱
烹
の
「
天
命
之
謂
性
」
解
稗
　
　
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
六
四
巻
第
一
號
、
二
〇
〇
五
年
）
、
の
ち
『
朱
子
學

　
　

の
位
置
』
（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
七
年
）
所
牧
。

（
1
4
）
「
現
代
の
日
本
に
お
い
て
「
皇
帝
機
關
説
」
と
言
え
ば
、
當
然
か
の
「
天
皇
機
關
説
」
の
言
い
換
え
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」

　
　
　
（
前
掲
注
（
1
2
）
木
下
論
文
、
注
（
1
4
）
と
述
べ
ら
れ
、
直
接
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
美
濃
部
達
吉
の
「
天
皇
機
關
説
」

　
　

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
5
）
家
永
三
郎
『
美
濃
部
達
吉
の
思
想
史
的
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）
、
三
二
頁
。

（
1
6
）
友
枝
前
掲
注
（
7
）
、
四
二
七
頁
。

（
1
7
）
木
下
前
掲
注
（
1
3
）
著
、
「
あ
と
が
き
」
、
五
九
〇
頁
。

（
1
8
）
こ
の
解
稗
は
程
子
の
次
の
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
論
で
は
朱
子
の
解
稗
に
絞
っ
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
『
程

　
　

子
遺
書
』
巻
一
人
に
「
在
天
爲
命
、
在
義
爲
理
、
在
人
爲
性
、
主
於
身
爲
心
、
其
實
一
也
」
と
あ
る
。
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（
1
9
）
島
田
度
次
『
大
學
・
中
庸
』
上
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
）
、
六
四
頁
。

（
2
0
）
蒙
培
元
『
理
學
的
演
愛
』
（
福
建
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
、
第
一
章
「
理
學
集
大
成
－
朱
喜
…
、
三
、
心
性
論
及
其
矛
盾
」
、

　
　

前
掲
注

（
4
）
張
立
文
著
、
陳
來
『
朱
子
哲
學
研
究
』
第
九
章
「
心
之
緒
説
」
「
二
、
心
爲
主
宰
」
（
華
東
師
範
大
學
出
版
社
、
二

　
　

〇
〇
〇
年
）
、
な
ど
。

（
2
1
）
『
管
子
』
心
術
上
「
心
之
在
髄
、
君
之
位
也
。
九
疲
之
有
職
、
官
之
分
也
。
耳
目
者
視
聴
之
官
也
。
心
而
無
與
於
視
聴
之
事
、
則

　
　

官
得
守
其
分
　
。
…
…
故
日
心
術
者
、
無
爲
而
制
籔
者
也
。
」

（
2
2
）
『
筍
子
』
天
論
「
耳
目
鼻
口
形
能
、
各
有
接
而
不
相
能
也
、
夫
是
之
謂
天
官
。
心
居
中
虚
以
治
五
官
、
夫
是
之
謂
天
君
」
。
解
蔽

　
　
　
「
心
者
、
形
之
君
也
、
而
神
明
之
主
也
、
出
令
而
無
所
受
令
」
。
課
は
、
金
谷
治
課
注
『
筍
子
』
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
、

　
　

三
三
、
　
一
四
九
頁
に
よ
っ
た
。

（
2
3
）
『
筍
子
』
解
蔽
、
楊
億
註
「
心
出
令
以
使
百
髄
、
不
爲
百
鵠
所
使
也
。
此
六
者
皆
由
心
使
也
、
然
所
以
爲
形
之
君
也
」
。

（
2
4
）
『
春
秋
繁
露
』
天
地
之
行
「
一
國
之
君
、
其
猶
一
艘
之
心
也
。
…
…
任
群
臣
無
所
親
、
若
四
肢
之
各
有
職
也
。
内
有
四
輔
、
若
心

　
　

之
有
肝
肺
脾
腎
也
。
外
有
百
官
、
若
心
之
有
形
鵠
孔
籔
也
。
…
…
上
下
相
承
順
、
若
肢
纏
相
爲
使
也
」
。

（
2
5
）
國
家
有
機
艘
説
と
は
、
國
家
を
有
機
艘
、
つ
ま
り
ひ
と
つ
の
人
間
の
身
禮
に
た
と
え
、
國
家
の
構
成
員
が
そ
れ
ぞ
れ
國
家
に
お

　
　

け
る
機
能
を
分
携
す
る
と
い
う
政
治
學
的
概
念
で
あ
る
。
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
ひ
と
つ
例
を
翠
げ
て
お
く
。
西
洋
に
生
き

　
　

た

朱
子
の

同
時
代
人
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
は
、
人
禮
と
國
家
と
を
次
の
よ
う
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
魂

　
　

1
1
聖
職
者
」
「
頭
‖
君
主
」
「
心
臓
1
1
元
老
院
」
「
目
・
耳
・
舌
1
1
裁
判
官
と
州
長
官
」
「
武
装
し
て
い
な
い
手
1
1
役
人
」
「
武
装
し

89



　
　

た
手
‖
兵
士
」
「
脇
腹
1
1
君
主
の
側
近
」
「
胃
・
腸
‖
財
務
官
と
記
録
官
」
「
足
1
1
農
民
・
職
人
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
身
髄
に

　
　

お

け
る
各
器
官
が
正
し
く
機
能
す
る
こ
と
で
身
饅
全
鴨
の
健
全
な
活
動
が
獲
得
さ
れ
る
よ
う
に
、
國
家
の
構
成
員
が
各
々
定
め

　
　

ら
れ
た
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
で
、
國
家
全
艘
も
圓
滑
に
機
能
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
學
的
思
考
で
あ
る
。
柴
田

　
　

平
三

郎
『
中
世
の
春
ー
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
の
思
想
世
界
』
（
慶
慮
義
塾
大
學
出
版
會
、
二
〇
〇
二
年
）
、
二
四
八
～
二

　
　

五
六
頁
。

（
2
6
）
『
尚
書
』
虞
書
益
稜
「
乃
歌
日
、
股
肱
喜
哉
。
元
首
起
哉
。
百
工
煕
哉
。
皐
陶
拝
手
稽
首
。
腸
言
日
念
哉
。
率
作
興
事
。
愼
乃
憲

　
　

欽
哉
。
屡
省
乃
成
欽
哉
。
乃
廣
載
歌
日
、
元
首
明
哉
、
股
肱
良
哉
、
庶
事
康
哉
。
又
歌
日
、
元
首
叢
腔
哉
。
股
肱
惰
哉
。
萬
事
堕

　
　

哉
。
帝
拝
日
、
愈
往
欽
哉
」
。

（
2
7
）
渡
邊
信
一
郎
「
『
臣
軌
』
小
論
－
唐
代
前
半
期
の
國
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
」
（
礪
波
護
編
『
中
國
中
世
の
文
物
』
京
都
大

　
　

學
人
文
科
學
研
究
所
、
一
九
九
三
年
）
、
の
ち
『
中
國
古
代
國
家
の
思
想
構
造
－
專
制
國
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
（
校
倉
書
房
、

　
　
一
九
九
四
年
）
所
牧
。
本
文
引
用
と
そ
の
頁
敷
は
後
者
に
よ
る
。

（
2
8
）
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
六
、
唐
紀
二
二
、
則
天
后
聖
暦
元
年
春
二
月
條
、
「
太
后
日
此
朕
家
事
、
卿
勿
預
知
。
仁
傑
日
王
者
以
四

　
　
海
爲
家
、
四
海
之
　
、
執
非
臣
妾
、
何
者
不
爲
陛
下
家
事
。
君
爲
元
首
、
臣
爲
股
肱
、
義
同
一
鵠
、
況
臣
備
位
宰
相
、
豊
得
不
預

　
　
知
乎
」
。

（
2
9
）
そ
の
他
の
例
と
し
て
は
、
杜
恕
『
髄
論
』
の
同
時
代
楊
阜
の
次
の
よ
う
な
獲
言
、
「
陛
下
當
以
尭
・
舜
・
萬
・
湯
・
文
武
爲
法
則
、

　
　

夏
桀
・
股
村
・
楚
霞
・
秦
皇
爲
深
誠
、
而
乃
自
暇
自
逸
、
惟
宮
毫
是
飾
、
必
有
顛
覆
危
亡
久
禍
　
。
君
作
元
首
、
臣
爲
股
肱
、
存
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亡
一
髄
、
得
失
同
之
。
臣
錐
駕
怯
、
敢
忘
争
臣
」
（
『
資
治
通
鑑
』
巻
七
三
、
魏
紀
五
、
明
帝
青
龍
三
年
夏
四
月
條
）
な
ど
。

（
3
0
）
『
魏
書
』
春
一
＝
二
、
官
氏
志
九
「
元
首
不
可
以
猫
断
、
乃
命
臣
以
佐
之
。
然
則
安
海
内
、
正
國
家
、
非
一
人
之
力
也
」
。

（
3
1
）
渡
邊
論
文
引
用
の
陸
景
『
典
語
』
も
参
照
。

（
3
2
）
『
宋
朝
諸
臣
奏
議
』
巻
一
五
、
富
弼
「
上
神
宗
論
内
外
大
小
臣
不
和
由
君
子
小
人
拉
庭
」
、
「
夫
君
臣
之
道
本
是
一
髄
、
君
者
元
首

　
　

也
、
執
政
者
股
肱
心
督
也
、
諌
官
・
御
史
・
侍
從
・
論
思
者
耳
目
也
、
内
外
藁
有
司
者
筋
肌
支
節
血
脈
也
。
賠
若
具
備
、
方
得
成

　
　

人
、
爲
君
者
、
上
下
之
官
亦
具
而
無
闘
、
方
得
成
國
。
爲
國
者
正
如
爲
人
之
髄
也
。
人
之
饅
一
脈
不
和
、
則
爲
疾
　
。
君
之
國
一

　
　

官
不
和
、
則
爲
害
央
。
艘
之
不
和
爲
疾
最
大
者
、
股
肱
心
督
也
。
國
之
不
和
爲
害
最
大
者
執
政
也
。
夫
執
政
者
輔
賛
萬
機
爲
國
大

　
　

臣
、
日
至
君
前
議
論
天
下
之
事
、
賞
善
罰
悪
、
進
賢
退
不
肖
、
喜
怒
繋
乎
人
情
之
箭
惨
、
邪
正
繋
乎
朝
廷
之
盛
衰
、
是
執
政
者
天

　
　

下
之

所
観
望
、
幕
有
司
之
所
師
表
也
。
執
政
不
和
、
則
藁
有
司
安
得
而
和
哉
。
華
有
司
不
和
、
則
萬
務
安
得
而
治
哉
。
萬
務
不
治
、

　
　

則
天
下
之
民
受
其
弊
　
。
民
既
受
弊
、
則
國
家
喪
齪
随
之
」
。
そ
の
他
、
『
宋
朝
諸
臣
奏
議
』
巻
三
九
、
張
方
平
「
上
仁
宗
答
詔
論

　
　

地
震
春
雷
之
異
」
、
『
同
』
巻
五
　
一
、
劉
随
「
上
仁
宗
論
當
今
所
切
在
納
諌
」
、
萢
純
仁
『
萢
忠
宣
公
集
奏
議
』
巻
上
、
「
論
富
弼

　
　

入
相
久
謝
病
不
出
」
な
ど
を
参
照
。

（
3
3
）
『
孟
子
集
注
』
巻
＝
、
告
子
章
句
上
、
（
朱
注
）
「
官
之
爲
言
司
也
。
耳
司
聴
、
目
司
視
、
各
有
所
職
而
不
能
思
、
是
以
蔽
於
外

　
　

物
。
既
不
能
思
而
蔽
於
外
物
、
則
亦
一
物
而
已
。
又
以
外
物
交
於
此
物
、
其
引
之
而
去
不
難
　
。
心
則
能
思
而
以
思
爲
職
。
凡
事

　
　

物
之
來
、
心
得
其
職
、
則
得
其
理
、
而
物
不
能
蔽
。
失
其
職
、
則
不
得
其
理
、
而
物
來
蔽
之
。
此
三
者
、
皆
天
之
所
以
與
我
者
、

　
　

而
心
爲
大
、
若
能
有
以
立
之
、
則
事
無
不
思
、
而
耳
目
之
欲
不
能
奪
之
　
。
此
所
以
爲
大
人
也
」
。
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（
3
4
）
『
呉
文
正
集
』
巻
四
二
、
九
思
堂
記
、
「
目
之
視
、
耳
之
聴
、
見
面
之
色
、
皐
動
之
貌
、
出
口
之
言
、
雁
接
之
事
、
皆
属
於
身
者
、

　
　

視
而

思
、
聴
而
思
、
色
・
貌
・
言
・
事
莫
不
有
思
。
思
者
心
之
官
也
。
身
之
職
統
於
心
之
官
、
内
有
所
主
、
而
外
從
其
令
。
故
以

　
　

視
則

明
、
以
聴
則
聰
、
色
與
貌
、
則
温
而
恭
、
言
與
事
、
則
忠
而
敬
。
此
顔
子
之
視
・
聴
・
言
・
動
悉
由
乎
禮
、
孟
子
之
先
立
乎

　
　
其
大
者
而
小
者
不
能
奪
也
」
。

（
3
5
）
『
語
類
』
巻
五
、
第
4
1
條
「
問
人
心
形
而
上
下
如
何
、
日
如
肺
肝
五
臓
之
心
、
却
是
實
有
一
物
。
若
今
學
者
所
論
操
舎
存
亡
之
心
、

　
　

則
自
是
神
明
不
測
。
故
五
臓
之
心
受
病
、
則
可
用
藥
補
之
。
這
箇
心
、
則
非
菖
蒲
、
萩
苓
所
可
補
也
」
。
こ
の
よ
う
に
修
養
の
封

　
　

象
と
な
る
「
心
」
は
、
艘
内
に
あ
る
實
物
と
し
て
の
「
五
臓
之
心
」
と
は
別
物
で
あ
る
。

（
3
6
）
『
大
學
或
問
』
下
「
惟
是
此
心
之
璽
既
日
一
身
之
主
、
荷
得
其
正
、
而
無
不
在
是
、
則
耳
目
鼻
口
四
肢
百
骸
、
莫
不
有
所
聴
命
以

　
　
供
其

事
。
而
其
動
静
語
獣
出
入
起
居
、
唯
吾
所
使
而
無
不
合
於
理
。
如
其
不
然
、
則
身
在
於
此
而
心
馳
於
彼
、
血
肉
之
躯
無
所
管

　
　
撮
」
。

（
3
7
）
『
語
類
』
巻
一
二
、
第
9
2
條
「
敬
、
只
是
此
心
自
倣
主
宰
庭
」
。
ま
た
『
文
集
』
巻
五
九
「
答
余
方
叔
」
な
ど
を
参
照
。

（
3
8
）
『
語
類
』
巻
二
二
、
第
3
3
條
「
方
其
當
格
物
時
、
便
敬
以
格
之
、
當
誠
意
時
、
便
敬
以
誠
之
。
以
至
正
心
、
修
身
以
後
、
節
節
常

　
　
要
慢
畳
執
持
、
令
此
心
常
在
、
方
是
能
持
敬
。
…
…
若
此
心
常
在
躯
殼
中
爲
主
、
便
須
常
如
烈
火
在
身
、
有
不
可
犯
之
色
」
。

（
3
9
）
『
語
類
』
春
一
二
〇
、
第
8
1
條
「
…
…
今
既
免
此
、
亦
須
汲
汲
於
學
。
爲
學
之
道
、
聖
経
賢
博
所
以
告
人
者
、
巳
端
蓋
而
無
除
、

　
　
不
過
欲
人
存
此
一
心
、
使
自
家
身
有
主
宰
。
今
人
馳
驚
紛
擾
、
一
箇
心
都
不
在
躯
殼
裏
。
孟
子
日
學
問
之
道
無
他
、
求
其
放
心
而

　
　

巳
。
又
日
存
其
心
、
養
其
性
、
所
以
事
天
也
。
學
者
須
要
識
此
」
。
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（
4
0
）
『
語
類
』
巻
一
二
一
、
第
6
3
條
「
今
未
知
反
求
諸
心
、
而
胸
中
方
且
叢
雑
錯
齪
、
未
知
所
守
。
持
此
雑
齪
之
心
以
観
書
察
理
、
故

　
　
凡
工
夫
皆
從
一
偏
一
角
倣
去
、
何
縁
會
見
得
全
理
。
某
以
爲
諸
公
莫
若
且
牧
敏
身
心
、
蓋
掃
雑
慮
、
令
其
光
明
洞
達
、
方
能
作
得

　
　

主
宰
、
方
能
見
理
。
不
然
、
亦
終
歳
而
無
成
耳
」
。

（
4
1
）
『
語
類
』
巻
八
七
、
第
四
條
「
…
…
物
之
誘
人
固
無
窮
、
然
亦
是
自
家
好
悪
無
節
、
所
以
被
物
誘
去
。
若
自
有
箇
主
宰
、
如
何
被

　
　

他
誘
去
」
。

（
4
2
）
『
語
類
』
巻
一
二
、
第
7
1
條
「
今
日
格
一
物
、
明
日
格
一
物
、
正
如
遊
兵
攻
園
抜
守
、
人
欲
自
消
錬
去
。
…
…
把
箇
敬
字
抵
敵
、

　
　

常
常
存
箇
敬
在
這
裏
、
則
人
欲
自
然
來
不
得
」
。

（
4
3
）
他
に
も
『
朱
子
語
類
』
巻
一
三
、
第
2
6
條
な
ど
。

（
4
4
）
『
論
語
集
注
』
巻
三
「
剛
、
堅
強
不
屈
之
意
。
最
人
所
難
能
者
。
…
…
慾
、
多
嗜
慾
也
。
多
嗜
慾
則
不
得
爲
剛
　
。
…
…
謝
氏
日

　
　

剛
與
慾
正
相
反
、
能
勝
物
之
謂
剛
。
…
…
」
。

（
4
5
）
『
朱
子
文
集
』
巻
＝
　
「
戊
申
封
事
」
、
巻
一
二
「
己
酉
擬
上
封
事
」
、
巻
一
三
「
延
和
奏
笥
二
」
な
ど
に
同
様
の
議
論
が
あ
る
。

（
4
6
）
水
林
彪
「
近
世
の
法
と
國
制
研
究
序
説
（
二
）
　
　
紀
州
を
素
材
と
し
て
　
　
」
（
『
國
家
學
會
雑
誌
』
第
九
〇
巻
第
五
・
六
號
、

　
　
一
九
七
七
年
）
、
二
五
八
頁
。

（
4
7
）
前
掲
注
（
1
）
、
丸
山
著
。

（
4
8
）
『
文
集
』
巻
一
五
、
経
莚
講
義
「
此
先
王
之
世
所
以
自
天
子
至
於
庶
人
無
一
人
之
不
學
、
而
天
下
國
家
所
以
治
日
常
多
而
翫
日
常

　
　

少
也
」
。
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（
4
9
）
「
親
親
」
主
義
、
「
尊
賢
」
主
義
に
つ
い
て
は
、
島
田
度
次
『
大
學
・
中
庸
』
下
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
）
、
一
二
｝
頁
参

　
　
照
。

（
5
0
）
『
語
類
』
巻
一
一
二
、
第
1
7
條
「
本
朝
建
官
重
三
畳
四
、
多
少
螢
擾
。
此
須
大
有
爲
後
痛
更
革
之
。
若
但
宰
相
有
志
、
亦
不
能
辮
、

　
　
・
必
得
剛
健
大
有
爲
之
君
自
要
倣
時
、
方
可
。
…
…
須
是
剛
明
智
勇
、
出
人
意
表
之
君
、
方
能
立
天
下
之
事
」
。

（
5
1
）
『
文
集
』
巻
一
一
、
戊
申
封
事
「
獲
號
施
令
、
群
聴
不
疑
、
進
賢
退
姦
、
衆
志
成
服
」
、
巻
一
四
、
延
和
奏
筍
五
「
天
下
之
事
將

　
　
惟
陛
下
之
所
欲
爲
、
無
不
如
志
　
」
な
ど
と
あ
る
。
ま
た
市
川
安
司
氏
も
朱
子
の
封
事
を
讃
み
解
き
、
「
上
位
者
の
意
志
命
令
が

　
　
末
端
に

ま
で
届
く
、
最
も
大
事
な
條
件
と
し
て
朱
子
は
そ
れ
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
『
朱
子
－
學
問
と
そ

　
　

の
展
開
』
（
評
論
社
、
一
九
七
四
年
）
、
二
五
七
頁
。

（
5
2
）
荒
木
見
悟
「
朱
子
學
の
哲
學
的
性
格
　
　
日
本
儒
學
解
明
の
た
め
の
視
黙
設
定
1
」
（
『
貝
原
益
軒
・
室
鳩
巣
』
日
本
思
想
饅

　
　

系
3
4
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
、
四
六
〇
頁
。

（
5
3
）
「
天
皇
機
關
説
」
が
天
皇
を
自
然
人
・
普
通
人
と
み
な
す
理
論
で
あ
る
と
廣
く
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
柳
瀬
良
幹

　
　

『
元

首
と
機
關
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
史
料
を
参
照
。
ま
た
、
美
濃
部
自
身
「
君
主
を
神
格
視
す
る
こ

　
　

と
は
、
君
主
が
國
家
の
内
に
在
り
て
、
國
家
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
と
す
る
思
想
と
は
絶
封
に
調
和
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
」

　
　
　
（
『
日
本
憲
法
』
、
家
永
前
掲
書
一
〇
三
頁
引
用
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
明
ら
か
で
あ
る
。

（
5
4
）
上
山
安
敏
『
憲
法
社
會
史
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
七
年
）
、
一
九
〇
～
一
九
二
頁
。

（
5
5
）
前
掲
、
家
永
著
、
五
八
～
五
九
頁
。
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（
5
6
）
特
に
、
余
英
時
氏
の
君
主
権
力
を
抑
制
し
、
士
槽
を
伸
張
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
い
う
議
論
を
参
照
。

（
5
7
）
「
君
主
主
義
」
者
の
代
表
で
あ
る
上
杉
愼
吉
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
我
が
國
の
國
會
は
國
民
の
代
表
で
も
な
く
、
天

　
　
皇

を
制
限
す
る
も
の
で
も
な
い
…
…
、
我
が
國
會
制
度
の
趣
旨
に
は
、
國
民
の
代
表
者
を
集
め
て
、
國
會
に
依
つ
て
天
皇
を
制
限

　
　

せ
し
む
る
と
い
ふ
趣
旨
は
毫
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
。
上
杉
愼
吉
『
帝
國
憲
法
講
義
』
（
有
斐
閣
書
房
、
一
九
＝
年
）
、
＝
＝

　
　

三
～
三
一
四
頁
。
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